
シ
ュ
マ
ン
・
デ
ュ
ポ
ン
テ
ス
の
政
治
思
想
と
敬
神
博
愛
教
の
成
立
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…
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
お
け
る
融
和
的
「
市
民
宗
教
」
の
誕
生
一

山

中

聡

【
要
約
】
　
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
は
、
人
々
の
習
俗
を
刷
新
す
る
た
め
の
様
々
な
試
み
が
行
わ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
試
み
を
よ
り
長
期
的
な
視
点

で
理
解
す
る
目
的
の
下
、
革
命
期
後
半
の
第
一
次
総
裁
政
府
期
に
成
立
し
た
敬
神
博
愛
教
に
着
目
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
史
上
初
の
政
教
分
離
が
実
施
さ
れ
て

い
た
総
裁
政
府
期
に
お
い
て
、
諸
宗
教
の
中
で
唯
一
公
権
力
の
保
護
を
受
け
た
敬
神
博
愛
教
は
、
近
代
以
降
世
俗
国
家
と
し
て
発
展
し
た
フ
ラ
ン
ス
に
潜

在
す
る
宗
教
性
を
捉
え
る
際
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
は
研
究
の
第
一
歩
と
し
て
、
こ
の
宗
教
が
成
立
し
た
政
治
思
想
上
の
背
景
を
考

察
し
た
。
敬
神
博
愛
教
は
マ
テ
ィ
エ
の
学
位
論
文
以
降
研
究
が
進
ん
で
お
ら
ず
、
単
な
る
反
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し

・
か
し
、
本
稿
は
そ
の
創
設
者
で
あ
る
シ
ュ
マ
ン
の
政
治
思
想
を
検
討
し
、
以
下
の
新
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
ず
、
シ
ュ
マ
ン
が
革
命
初
期
か
ら
現
体

制
の
存
続
を
前
提
と
し
た
改
革
の
実
施
と
党
派
間
の
協
調
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
。
そ
し
て
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
以
降
の
政
治
・
社
会
的
混
乱
に
よ
っ
て

総
裁
政
府
が
機
能
不
全
に
陥
っ
た
の
を
受
け
、
彼
が
同
様
の
政
治
思
想
を
再
び
表
明
し
、
同
時
代
の
政
治
指
導
層
に
賛
同
を
求
め
た
こ
と
。
最
後
に
、
シ

ュ
マ
ン
が
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
に
学
習
し
た
ル
ソ
ー
の
「
市
民
宗
教
」
論
を
土
台
と
し
つ
つ
、
自
身
の
理
想
薩
「
党
派
間
の
融
和
に
よ
る
現
体
制
の
存

続
」
に
貢
献
し
得
る
エ
リ
ー
ト
下
民
共
同
体
を
創
出
す
る
た
め
、
敬
神
博
愛
教
を
創
設
し
た
こ
と
、
で
あ
る
。
　
史
林
九
一
巻
二
号
　
二
〇
〇
八
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
は
、
旧
体
制
期
の
価
値
観
を
否
定
し
、
新
体
制
と
そ
れ
が
定
め
る
法
に
ふ
さ
わ
し
い
人
間
を
生
み
出
す
べ
く
、
様
々
な
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制
度
や
儀
礼
・
シ
ン
ボ
ル
の
創
設
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
（
一
七
九
三
年
九
月
；
　
七
九
四
年
七
月
）
に
は
非
キ
リ

ス
ト
教
化
運
動
や
暦
・
地
名
の
変
更
、
そ
し
て
各
種
革
命
礼
拝
の
実
施
等
、
こ
れ
を
考
え
る
上
で
重
要
な
要
素
が
集
中
し
た
。
本
稿
は
こ
う
し

た
現
象
を
よ
り
長
期
的
な
視
点
で
理
解
す
る
目
的
の
下
、
第
一
次
総
裁
政
府
期
か
ら
統
領
政
府
期
（
一
七
九
六
年
－
一
八
〇
一
年
）
に
か
け
て
信

仰
さ
れ
た
敬
神
博
愛
教
を
取
り
上
げ
、
そ
の
成
立
を
巡
る
背
景
の
～
端
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　
敬
神
博
愛
教
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
後
半
の
第
一
次
総
裁
政
府
期
に
誕
生
し
た
新
興
の
宗
教
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
は
　
七
九
六
年
九
月
、

パ
リ
の
書
籍
商
勃
印
刷
業
者
シ
ュ
マ
ン
・
デ
ュ
ポ
ン
テ
ス
（
以
下
シ
ュ
マ
ン
）
が
、
礼
拝
の
基
礎
と
な
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
出
版
し
た
こ
と
に
始

ま
る
。
根
本
の
教
義
は
「
神
の
実
在
と
霊
魂
の
不
滅
」
へ
の
信
仰
で
あ
り
、
信
徒
に
は
三
つ
の
基
本
的
な
戒
律
「
神
を
崇
め
よ
」
・
「
あ
な
た
方

の
同
胞
を
慈
し
め
」
・
「
あ
な
た
方
を
祖
国
に
有
用
で
あ
ら
し
め
よ
」
の
遵
守
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
出
版
後
、
数
名
の
仲
間
が
協

会
の
設
立
に
協
力
し
、
翌
年
一
月
一
五
日
に
は
第
一
回
公
開
礼
拝
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
布
教
活
動
は
当
時
の
総
裁
ラ
・
ル
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
ヨ

レ
ポ
ー
（
以
下
、
ラ
・
ル
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
）
の
注
目
を
受
け
、
王
党
派
を
議
会
か
ら
追
放
し
た
同
年
九
月
四
日
の
ク
ー
デ
タ
後
、
財
政
的
援
助
等

の
保
護
を
受
け
た
。
そ
の
後
は
半
ば
国
家
公
認
の
宗
教
と
し
て
各
地
に
普
及
す
る
。

　
前
段
の
概
略
が
示
す
通
り
、
敬
神
博
愛
教
は
代
議
士
や
役
人
を
務
め
た
経
験
を
持
た
な
い
一
介
の
書
籍
商
聾
印
刷
業
者
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
宗
教
の
中
で
唯
一
公
権
力
の
保
護
を
受
け
た
。
こ
の
こ
と
は
、
総
裁
政
府
の
憲
法
が
政
教
分
離
を
謳
っ
て
い
た
点
を

想
起
す
れ
ば
奇
異
な
印
象
を
受
け
る
が
、
革
命
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
史
を
考
え
る
上
で
は
注
目
さ
れ
る
事
象
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
フ
ラ
ン
ス

で
は
一
九
世
紀
後
半
、
共
和
派
が
世
俗
化
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
影
響
力
を
削
減
し
つ
つ
、
教
育
政
策
に
加
え
、
革
命
期
と
同
様
に

様
々
な
儀
礼
・
シ
ン
ボ
ル
を
動
員
し
て
国
民
の
統
合
を
進
め
た
。
そ
し
て
一
九
〇
五
年
の
政
教
分
離
法
以
来
、
フ
ラ
ン
ス
は
「
ラ
イ
シ
テ
目
国

家
の
世
俗
性
」
を
国
是
と
す
る
国
民
国
家
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
事
実
は
共
和
派
が
宗
教
と
完
全
に
決
別
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
と
を
意
味
し
な
い
。
実
際
、
彼
等
が
用
い
た
儀
礼
や
シ
ン
ボ
ル
は
、
革
命
期
の
そ
れ
に
劣
ら
ず
濃
厚
な
宗
教
的
性
格
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
国
民
統
合
自
体
が
あ
る
種
の
宗
教
的
行
為
で
あ
っ
た
と
さ
え
言
え
よ
う
。
故
に
、
フ
ラ
ン
ス
史
上
初
の
政
教
分
離
が
実
施
さ
れ
て
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②い

た
総
裁
政
府
期
に
お
い
て
、
敬
神
博
愛
教
が
公
権
力
に
保
護
さ
れ
た
こ
と
は
、
近
代
世
俗
国
家
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
に
潜
在
す
る
宗
教
性
を

捉
え
よ
う
と
す
る
際
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
研
究
の
進
展
は
、
こ
の
問
題
の
究
明
に
と
っ
て
有
益
な
知
見
を
数
多
く

も
た
ら
す
に
違
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
敬
神
博
愛
教
は
一
七
九
六
年
に
創
設
さ
れ
て
か
ら
～
八
○
～
年
に
組
織
と
し
て
の
活
動
を
終
え
る
ま
で
、
五
年
に
わ
た
っ
て
存

続
し
た
。
ま
た
、
そ
の
教
義
体
系
は
信
徒
の
日
常
生
活
を
も
詳
細
に
規
定
す
る
程
の
精
密
さ
を
持
っ
て
い
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、
全
て
の
期

間
・
内
容
を
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
革
命
初
期
か
ら
第
一
次
総
裁
政
府
期
ま
で
の
期
間
に
焦
点
を
当
て
、

敬
神
博
愛
教
の
成
立
と
、
シ
ュ
マ
ン
が
そ
れ
を
創
設
し
た
思
想
上
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
宗
教
的
特
質
に
関
し
て
は
中
核
と
な
っ
た
思

想
（
後
述
す
る
「
市
民
宗
教
」
論
）
の
分
析
に
重
点
を
置
き
、
細
部
の
検
討
は
次
稿
に
譲
り
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
で
は
、
関
連
す
る
先
行
研
究
の
見
解
を
見
て
い
こ
う
。
と
は
い
え
、
一
九
九
一
年
に
シ
ュ
ラ
ト
ー
、
二
〇
〇
六
年
に
は
松
罵
明
男
が
指
摘
し

た
通
り
、
敬
神
博
愛
教
に
つ
い
て
は
マ
テ
ィ
エ
が
一
九
〇
三
年
に
浩
灘
な
学
位
論
文
を
刊
行
し
た
後
、
研
究
が
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
。
ま

た
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
マ
テ
ィ
エ
の
論
文
で
は
関
係
史
料
の
調
査
が
明
ら
か
に
不
足
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
先
行
研
究
で
は
、
十
分

な
史
料
的
根
拠
の
な
い
ま
ま
に
敬
神
博
愛
教
の
成
立
を
論
じ
る
状
況
が
長
ら
く
継
続
し
て
き
た
。
以
下
で
は
、
そ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
た
上
で

研
究
史
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
、
マ
テ
ィ
エ
は
シ
ュ
マ
ン
が
敬
神
博
愛
教
を
創
設
し
た
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
、
何
よ
り
彼
個
人
の
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
思
想
傾
向
や

画
塾
王
義
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。
敬
神
博
愛
教
は
、
そ
の
よ
う
な
シ
ュ
マ
ン
が
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
を
排
除
し
、
代
わ
り
に
自
然
宗
教
を
中

心
と
し
た
市
民
道
徳
を
普
及
さ
せ
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。
マ
テ
ィ
エ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
特
徴
こ
そ
が
ラ
・
ル
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
の
保
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
受
け
た
直
接
の
原
因
で
あ
っ
た
。

　
マ
テ
ィ
エ
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
本
格
的
考
察
が
他
に
現
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
前
述
の
シ
ュ
ラ
ト
ー
や
メ
イ
ニ
エ
、
ラ
ト
レ
イ
ユ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ウ
ォ
ロ
ノ
ブ
等
、
多
く
の
研
究
者
の
間
で
踏
襲
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
、
二
〇
〇
一
年
の
リ
ヴ
セ
イ
の
研
究
の
よ
う
に
、
敬
神
博
愛
教
の
反
力
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ト
リ
ッ
ク
的
性
格
を
否
定
す
る
意
見
も
存
在
す
る
。
｝
八
〇
一
年
に
出
版
さ
れ
た
シ
ュ
マ
ン
の
著
書
『
敬
神
博
愛
教
と
は
何
か
』
に
は
、
「
そ

の
〔
敬
神
博
愛
教
の
〕
唯
一
の
目
的
は
、
一
つ
の
慈
悲
深
い
制
度
を
創
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
革
命
の
傷
を
癒
し
、
相
互
の
寛
大
さ

や
全
て
の
過
ち
の
忘
却
を
説
く
こ
と
で
、
人
々
の
心
を
和
解
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
全
て
の
宗
派
を
普
遍
的
な
寛
容
に
連
れ
戻
す
も

　
　
　
　
⑥

の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
リ
ヴ
セ
イ
は
こ
れ
を
根
拠
に
、
シ
ュ
マ
ン
が
革
命
で
分
裂
し
た
党
派
・
宗
派
間
の
融
和
を
促
進
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

め
、
自
然
宗
教
に
基
づ
く
敬
神
博
愛
教
を
布
教
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
研
究
動
向
は
、
シ
ュ
マ
ン
が
敬
神
博
愛
教
を
創
設
し
た
思
想
的
背
景
と
、
そ
の
思
想
が
規
定
し
た
こ
の
宗
教
の
性
格
に
つ
い

て
、
マ
テ
ィ
エ
と
リ
ヴ
セ
イ
の
間
に
大
き
な
見
解
の
相
違
（
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
宗
教
か
、
党
派
・
宗
派
の
融
和
を
図
る
宗
教
か
）
が
生
じ
て
い
る
こ
と

を
物
語
る
。
ま
ず
は
マ
テ
ィ
エ
の
見
解
に
存
在
す
る
問
題
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
前
述
の
通
り
、
彼
は
敬
神
博
愛
教
創
設
の
目
的
を
専
ら
シ

ュ
マ
ン
の
宗
教
思
想
に
帰
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
史
料
の
発
見
を
含
め
た
本
稿
の
調
査
に
よ
り
、
シ
ュ
マ
ン
は
革
命
初
期
か
ら
本
業

の
書
籍
商
ヨ
印
刷
業
に
加
え
、
寝
息
の
発
行
や
著
書
の
出
版
を
通
し
て
、
政
治
に
関
す
る
自
ら
の
意
見
を
積
極
的
に
表
明
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
っ
た
。
そ
の
総
量
は
宗
教
的
な
事
柄
に
関
す
る
言
説
を
大
き
く
上
回
る
。
何
よ
り
第
一
次
総
裁
政
府
期
の
敬
神
博
愛
教
に
は
、
そ
の
よ
う
な

シ
ュ
マ
ン
の
政
治
的
な
主
張
が
多
分
に
込
め
ら
れ
て
い
た
。
故
に
、
こ
の
宗
教
が
成
立
し
た
思
想
的
背
景
を
解
明
す
る
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
シ

ュ
マ
ン
の
政
治
思
想
の
特
質
、
及
び
そ
の
革
命
初
期
か
ら
の
展
開
を
考
察
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
宗
教
思
想
に
つ
い
て
は
、
本
稿
が
明

ら
か
に
す
る
彼
の
政
治
思
想
と
「
市
民
宗
教
」
論
の
相
互
関
係
を
土
台
に
し
つ
つ
、
改
め
て
そ
の
具
体
的
様
相
を
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考

え
る
。

　
シ
ュ
マ
ン
の
政
治
思
想
を
考
察
す
る
際
は
、
関
連
史
料
の
作
成
時
期
や
、
そ
の
出
版
を
巡
る
状
況
に
つ
い
て
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
周
知

の
通
り
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
や
第
二
次
総
裁
政
府
期
（
王
党
派
を
追
放
し
た
｝
七
九
七
年
九
月
四
日
の
ク
ー
デ
タ
以
降
）
に
は
、
過
酷
な
出
版
統

制
が
敷
か
れ
、
種
々
の
革
命
礼
拝
が
世
論
を
強
権
的
に
誘
導
し
た
。
書
籍
商
1
1
印
刷
業
者
で
あ
る
シ
ュ
マ
ン
が
、
そ
う
し
た
状
況
に
無
自
覚
で

あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
点
を
追
究
す
る
際
は
、
出
版
物
に
対
す
る
公
権
力
の
動
向
と
、
そ
れ
に
対
す
る
彼
の
反
応
を
視
野
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に
入
れ
た
総
合
的
な
判
断
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
リ
ヴ
セ
イ
の
見
解
に
存
在
す
る
問
題
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
実
は
、
敬
神
博
愛
教
の
成
立
に
関
す
る
本
稿
の
立
場
は
、
基
本
的
に
は

リ
ヴ
セ
イ
の
そ
れ
と
共
通
す
る
。
け
れ
ど
も
、
彼
が
典
拠
と
し
て
利
用
し
た
史
料
に
は
大
き
な
難
点
が
あ
る
。
先
に
一
部
を
引
用
し
た
シ
ュ
マ

ン
の
著
書
『
敬
神
博
愛
教
と
は
何
か
』
は
、
一
七
九
九
年
に
シ
ュ
マ
ン
が
ハ
ー
ル
レ
ム
（
オ
ラ
ン
ダ
）
の
タ
イ
ラ
ー
協
会
神
学
部
門
に
宛
て
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

懸
賞
論
文
を
元
に
し
て
お
り
、
そ
の
論
題
は
キ
リ
ス
ト
教
と
の
友
好
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
出
版
年
で
あ
る
一
八
〇
一
年
の

一
〇
月
に
は
、
既
存
宗
教
を
優
遇
す
る
統
領
政
府
が
敬
神
博
愛
教
を
弾
圧
し
て
い
る
。
と
な
れ
ば
、
賞
の
獲
得
や
弾
圧
へ
の
抗
議
を
優
先
す
る

必
要
か
ら
、
内
容
に
誇
張
や
歪
曲
が
施
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
疑
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
最
晩
年
の
敬
神
博
愛

教
の
姿
の
み
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
敬
神
博
愛
教
の
成
立
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
可
能
な
限
り
同
時
代
の
史
料
を
用
い
る

こ
と
に
す
る
。

　
加
え
て
、
リ
ヴ
セ
イ
は
（
議
論
の
方
向
は
異
な
る
が
マ
テ
ィ
エ
も
）
敬
神
博
愛
教
が
自
然
宗
教
に
基
づ
い
て
い
た
点
を
強
調
す
る
が
、
本
稿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

一
・
三
章
で
述
べ
る
通
り
、
敬
神
博
愛
教
は
正
確
に
は
自
然
宗
教
で
は
な
く
、
「
市
民
宗
教
」
論
を
そ
の
本
質
と
し
て
い
た
（
爾
者
の
差
異
に
つ

い
て
は
詳
解
す
る
）
。
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
「
市
民
宗
教
」
論
は
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
の
革
命
家
が
人
民
の
間
に
祖
国
愛
を
普
及
さ

せ
る
べ
く
、
頻
繁
に
援
用
し
た
思
想
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
一
次
総
裁
政
府
期
の
シ
ュ
マ
ン
は
、
そ
の
「
市
民
宗
教
」
論
を
基
盤
と
し
な
が
ら

も
、
前
の
時
代
の
革
命
礼
拝
と
は
性
格
を
異
に
す
る
独
自
の
「
融
和
的
宗
教
」
を
創
り
上
げ
た
。
こ
う
し
た
事
実
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
を
長
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
わ
た
り
規
定
し
て
き
た
二
項
対
立
的
図
式
（
「
共
和
派
・
啓
蒙
思
想
」
対
「
王
党
派
・
教
会
・
キ
リ
ス
ト
教
」
）
を
相
対
化
し
、
実
際
に
は
よ
り
多

様
で
複
雑
な
現
象
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
本
稿
が
敬
神
博
愛
教
の
成
立
に
注
目
し
、
そ
の
政
治
思
想
上
の
背
景
を
検
討
す

る
最
大
の
意
義
は
、
こ
の
点
に
見
出
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
課
題
を
踏
ま
え
、
一
章
で
は
出
版
物
を
巡
る
公
権
力
と
の
緊
張
関
係
に
留
意
し
つ
つ
、
革
命
初
期
か
ら
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
に
か

け
て
の
シ
ュ
マ
ン
の
政
治
思
想
を
考
察
す
る
。
二
章
で
は
同
様
の
視
点
か
ら
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
期
以
降
の
展
開
を
考
え
る
。
そ
し
て
三
章
で
は
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一
・
二
章
の
成
果
を
元
に
、
第
一
次
総
裁
政
府
期
に
成
立
し
た
敬
神
博
愛
教
と
シ
ュ
マ
ン
の
政
治
思
想
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

シュマン・デュポンテスの政治思想と敬神博愛教の成立（山中）

①
具
体
例
と
し
て
は
長
井
伸
仁
『
歴
史
が
つ
く
っ
た
偉
人
た
ち
i
近
代
フ
ラ
ン

　
ス
と
パ
ン
テ
オ
ン
隔
山
鋭
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
一
八
一
工
一
〇
、
一
四
五

　
一
一
四
八
頁
。

②
政
教
分
離
の
施
行
は
一
七
九
五
年
二
月
二
一
日
か
ら
で
あ
る
。

③
ω
霞
轟
舞
∬
㍗
汐
・
臼
Φ
U
一
器
g
。
冨
9
奉
置
置
器
唱
。
豪
ρ
器
鼠
哩
2
。
。
Φ
穿
’

　
尊
§
ミ
翁
ミ
動
§
、
凡
ミ
題
譜
貯
沁
“
s
N
ミ
駄
§
、
唱
、
～
ミ
貯
v
嗜
q
邸
。
。
ω
甲
一
〇
㊤
一
も
℃
■
o
。
刈
め
P

　
松
罵
明
男
「
近
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
認
宗
教
体
制
と
宗
教
的
多
元
性
」
深
沢

　
克
己
、
高
山
博
編
戸
僧
仰
と
他
者
一
寛
容
と
不
寛
容
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
社
会

　
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、
二
六
九
頁
。

④
鑑
緯
ぴ
三
層
鋭
貯
忘
§
ミ
匙
ミ
専
堅
肉
恥
こ
帖
ミ
鷺
§
§
欝
日
送
恥
嵐
。
。
塁

　
禽
砺
ミ
薬
、
，
N
§
物
§
謎
ミ
N
喧
§
Q
寒
ミ
沁
転
§
ミ
蹴
§
鳩
℃
窪
銅
一
り
O
ω
響
讐
．
G
。
卜
。
噛

　
り
O
－
O
N
鱒
O
メ
吋
①
P

⑤
竃
曙
巳
Φ
斜
鋭
卜
題
8
§
勉
惑
㌧
亀
ミ
獄
b
馬
ミ
§
軽
鳶
ミ
8
ー
ミ
へ
糠
》
ミ
』
さ
、
・
§
ぷ

　
撃
。
町
Ψ
℃
碧
｝
G
。
」
8
Q
。
り
く
。
一
添
Ψ
ワ
ω
〇
一
ピ
p
π
Φ
一
＝
ρ
諺
；
い
、
凝
N
§
§
暮
。
書
ミ
ミ

　
簿
沁
へ
§
ミ
§
嵩
、
爲
嵩
ミ
蹄
ゆ
研
く
。
一
し
・
‘
℃
日
明
P
一
逡
9
＜
o
一
’
一
響
署
’
誤
。
。
凸
8
一

　
≦
o
δ
き
｛
b
U
‘
卜
霜
沁
愚
～
乾
腐
吋
ミ
ぎ
ミ
題
。
貯
譜
§
ミ
、
ミ
§
、
，
昏
ヒ
σ
ミ
ミ
ミ
糞

　
N
邉
全
N
遮
ゆ
℃
帥
蔚
Ψ
一
㊤
認
㍉
涼
傷
・
b
O
O
企
篭
’
芯
り
山
㎝
O
一
↓
二
一
費
ρ
魯
①
け
鉢

　
（
亀
’
ソ
韓
§
譜
ミ
ミ
ミ
も
ミ
ミ
ミ
譜
貯
肉
§
ミ
ミ
§
国
辱
軽
N
餐
貯
噛
N
蕊
や
N
己
魯

　
℃
胃
グ
　
お
。
。
メ
署
．
一
一
一
①
∴
一
霜
　
一
し
d
帥
き
。
罫
ω
↓
　
＾
＾
昏
Φ
o
唱
鐵
一
営
耳
。
豆
①
v
v
嘘

　
ω
o
げ
。
募
〉
．
聖
心
（
＆
．
y
U
ミ
帖
。
ミ
§
鳶
ミ
象
ミ
帖
心
ミ
誉
ミ
沁
転
§
』
N
ミ
§

　
マ
§
鴨
ミ
翼
℃
鼠
P
一
〇
c
。
P
H
ひ
包
’
b
O
8
も
ワ
δ
8
象
一
8
ρ

⑥
2
舅
貯
6
毛
。
糞
貫
｝
－
じ
ご
’
”
9
艀
㍗
ミ
ミ
鴨
隷
ミ
魯
ミ
ミ
、
ミ
，
§
轟
器
×
w

　
お
O
ザ
切
駕
国
。
。
－
じ
O
易
○
。
－
ω
c
。
－
O
’
δ
．
尚
、
切
客
「
は
ビ
節
し
d
ぴ
財
。
筈
Φ
ρ
ロ
①

　
墨
二
〇
⇒
巴
Q
恥
①
「
鑓
郁
。
Φ
の
略
。

⑦
羅
く
①
ω
Φ
ざ
｝
■
リ
ミ
ミ
磧
b
ミ
鳶
§
瓢
遷
馬
ミ
ぎ
箏
§
S
寄
ミ
建
、
§
b
磐
げ
蕊
α
q
ρ

　
卜
⊃
O
O
H
も
℃
』
O
雫
卜
。
O
O
。
■
尚
、
革
命
祭
典
の
研
究
で
知
ら
れ
る
オ
ズ
ー
フ
も
、
基
本

　
的
に
は
マ
テ
ィ
エ
の
見
解
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
敬
神
博
愛
教
が
自
然
宗
教
（
理

　
神
論
）
を
用
い
て
共
和
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
を
融
和
さ
せ
よ
う
と
し
た
点
を
指
摘

　
す
る
。
O
N
o
募
ζ
．
甲
＾
菊
窪
α
Q
δ
昌
「
Φ
＜
o
冨
口
。
弓
籔
吋
㊤
v
甲
喝
長
の
斤
Ψ
男
簿
O
N
o
鼻
竃
「

　
（
象
ご
響
b
ミ
㍉
o
ミ
爵
、
邸
ミ
，
ミ
心
ミ
寒
貯
沁
麿
臨
ミ
§
辱
§
N
禽
執
黎
℃
9
ユ
ω
曽
6
Q
。
○
。
甲
署
．

　
①
一
〇
よ
一
囲
オ
ズ
…
フ
、
M
（
阪
上
孝
訳
）
「
革
命
的
宗
教
」
フ
ユ
レ
、
F
・
オ

　
ズ
ー
フ
、
M
編
（
河
野
健
二
・
阪
上
孝
・
富
永
茂
樹
監
訳
）
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
事

　
典
四
－
制
度
撫
み
す
ず
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
九
年
、
五
五
i
五
七
頁
。

⑧
9
Φ
忌
昌
・
U
毛
。
導
Φ
ρ
鼻
鳥
勝
も
．
α
．
タ
イ
ラ
ー
協
会
は
一
七
七
八
年
に
設
立

　
さ
れ
た
学
術
団
体
。
尚
、
論
題
は
三
点
あ
り
、
そ
の
第
二
点
は
「
彼
等
〔
敬
神
博

　
愛
教
徒
〕
の
教
義
及
び
儀
式
と
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
そ
れ
と
の
間
に
は
い
か
な
る

　
関
係
が
あ
る
か
」
、
及
び
第
三
点
は
門
宗
教
全
般
、
そ
し
て
特
に
キ
リ
ス
ト
教
の

　
た
め
に
、
人
は
こ
の
協
会
に
何
を
期
待
す
べ
き
か
」
で
あ
る
。

⑨
但
し
、
ル
フ
ェ
…
ヴ
ル
は
敬
神
博
愛
教
が
「
市
民
宗
教
」
で
あ
る
こ
と
を
認
識

　
し
て
い
た
。
ピ
。
｛
①
げ
く
『
P
O
‘
卜
匙
ぎ
ミ
偽
亀
器
N
免
窟
、
§
§
糞
N
韓
N
速
ゆ

　
℃
巽
グ
一
り
謡
も
マ
。
。
メ
密
ω
－
㎝
罐
．

⑩
谷
川
稔
『
十
字
架
と
三
色
旗
一
も
う
ひ
と
つ
の
近
代
フ
ラ
ン
ス
隔
山
州
出
版

　
社
、
　
一
九
九
七
年
が
解
説
。
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第
一
章
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
以
前
に
お
け
る
シ
ュ
マ
ン
の
政
治
思
想

本
章
で
は
、
革
命
初
期
か
ら
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
ま
で
の
期
間
に
焦
点
を
当
て
、
シ
ュ
マ
ン
の
政
治
思
想
の
特
質
、

い
て
考
察
す
る
。
ま
た
、
彼
が
第
一
次
総
裁
政
府
期
に
表
明
し
た
政
治
思
想
と
の
関
連
も
併
せ
て
検
討
す
る
。

（【

j
革
命
初
期
の
政
治
思
想

並
び
に
そ
の
展
開
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
シ
ュ
マ
ン
の
生
涯
に
つ
い
て
は
没
年
（
生
年
は
一
七
六
〇
年
）
で
さ
え
一
八
五
二
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
な
ど
、
不
明
な
点
が
多
い
。
し
か
し
、

革
命
期
の
活
動
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
早
い
段
階
か
ら
把
握
で
き
る
。
一
七
九
〇
年
八
月
一
二
日
以
降
、
彼
は
日
刊
紙
『
ル
・
プ
ゥ
ル
・
エ
・

ル
・
コ
ン
ト
ル
』
を
発
行
し
て
い
た
。
こ
の
新
聞
は
マ
テ
ィ
エ
に
よ
っ
て
紹
介
は
さ
れ
た
も
の
の
、
内
容
の
分
析
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な

い
。
故
に
、
ま
ず
は
同
紙
で
シ
ュ
マ
ン
が
表
明
し
た
政
治
思
想
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
尚
、
彼
は
紙
面
に
お
い
て
自
ら
を
「
卸
売

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

商
」
と
名
乗
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
あ
る
程
度
の
規
模
を
持
つ
事
業
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
兼
業
の
印
刷
業
の
社
会
的
地
位
が

低
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
当
時
の
シ
ュ
マ
ン
は
少
な
く
と
も
中
流
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
程
度
の
収
入
は
確
保
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
彼
は
自
分
の
新
聞
に
近
日
販
売
す
る
書
籍
の
情
報
を
付
記
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
は
後
に
敬
神
博
愛
教
の
有
力
信
者
と
な
る
代
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

士
ク
ル
ゼ
・
ラ
ト
ゥ
シ
ュ
の
著
書
も
扱
わ
れ
て
い
た
。
彼
が
政
治
指
導
層
と
も
取
引
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
事
実
で
あ
る
。

　
こ
の
『
ル
・
プ
ゥ
ル
・
エ
・
ル
・
コ
ン
ト
ル
』
の
編
集
方
針
は
、
第
一
号
の
冒
頭
に
「
私
は
カ
プ
チ
ン
会
士
で
も
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
で
も
、
～

七
八
九
年
ク
ラ
ブ
出
身
で
も
、
王
党
派
で
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
で
も
、
オ
ル
レ
ア
ン
派
で
も
、
ア
メ
リ
カ
人
等
々
で
も
な
い
。
私
は
祖
国
を

愛
し
、
そ
し
て
自
由
で
あ
り
た
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
特
定
の
党
派
に
与
し
た
主
張
は
行
わ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
を
取

る
理
由
と
し
て
、
シ
ュ
マ
ン
は
「
彼
〔
人
民
〕
を
常
に
同
じ
考
え
で
育
め
ば
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
は
考
え
な
い
者
達
を
焼
き
尽
く
す
こ
と
も

辞
さ
な
い
不
寛
容
な
狂
信
者
を
作
る
」
こ
と
を
挙
げ
、
同
紙
を
通
し
て
多
様
な
意
見
の
紹
介
に
努
め
る
こ
と
を
急
雷
し
た
。
実
際
、
最
初
に
紹
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シュマン・デュポンテスの政治思想と敬神博愛教の成立（11」中）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

介
さ
れ
た
の
は
「
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
の
筆
に
よ
る
最
も
精
力
的
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
一
つ
」
（
翌
日
の
第
二
号
）
で
あ
っ
た
。

　
一
七
八
九
年
目
「
出
版
の
自
由
」
が
保
障
さ
れ
た
後
、
パ
リ
を
中
心
に
無
数
の
新
聞
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
発
行
さ
れ
た
。
前
段
で
引
用
し
た

～
節
は
、
そ
れ
ら
の
奏
聞
が
多
様
な
持
論
を
展
開
し
、
時
に
対
立
し
た
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
シ
ュ
マ
ン
の
新
聞
が
発
行

さ
れ
た
時
期
は
全
国
連
盟
祭
（
一
七
九
〇
年
七
月
｝
四
日
）
の
終
了
直
後
で
あ
り
、
革
命
の
状
況
は
比
較
的
平
穏
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
紙
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
後
、
論
調
の
「
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
化
」
を
心
配
す
る
「
一
部
の
公
衆
」
に
配
慮
し
て
、
第
一
三
号
（
一
七
九
〇
年
八
旦
期
日
）
か
ら
は

『
ジ
ュ
ル
ナ
ル
・
ド
・
ラ
・
レ
ボ
リ
ュ
シ
オ
ン
』
に
名
を
変
え
た
。
紙
面
も
改
変
さ
れ
、
主
要
テ
ー
マ
と
し
て
憲
法
制
定
議
会
と
ジ
ャ
コ
バ

ン
・
ク
ラ
ブ
の
議
事
、
及
び
国
外
と
諸
県
の
情
報
を
扱
い
、
編
集
者
の
意
見
を
述
べ
る
「
雑
録
」
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
新
聞
は
一
七
九
一
年

一
〇
月
三
日
ま
で
の
号
が
残
存
し
て
い
る
（
但
し
欠
番
あ
り
）
。
紙
幅
の
都
合
上
全
て
の
記
事
は
紹
介
で
き
な
い
が
、
シ
ュ
マ
ン
の
政
治
思
想
を

知
る
上
で
重
要
な
記
述
に
つ
い
て
は
考
察
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
シ
ュ
マ
ン
は
革
命
の
進
展
を
基
本
的
に
は
受
け
入
れ
る
立
場
を
表
明
し
て
お
り
、
な
か
で
も
読
者
に
は
議
会
が
定
め
た
法
の
尊
重
と

そ
の
遵
守
を
求
め
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
「
雑
録
」
の
中
に
「
法
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
敬
意
」
と
い
う
項
目
を
設
け
、
「
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

験
は
以
下
の
こ
と
を
証
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
法
な
し
で
は
自
由
で
い
ら
れ
な
い
こ
と
を
」
（
第
二
二
〇
号
、
一
七
九
～
年
三
月
二
〇
日
）

と
述
べ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
傍
証
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
法
の
制
定
が
世
論
の
分
裂
を
招
い
た
時
に
も
同
様
に
示
さ
れ
た
。
例
え

ば
、
一
七
九
〇
年
七
月
に
採
択
さ
れ
た
聖
職
者
民
事
基
本
法
（
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
組
織
を
灘
正
し
、
聖
職
者
の
特
権
的
待
遇
を
撤
廃
し
て
彼
等
を
新

た
な
市
民
的
秩
序
に
統
合
し
よ
う
と
し
た
）
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
反
発
を
招
き
、
革
命
が
激
化
す
る
一
因
に
も
な
っ
た
が
、
彼
は
基
本
法
を

非
難
す
る
貴
族
や
「
ア
リ
ス
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
薪
聞
」
に
対
し
て
「
彼
等
は
も
は
や
打
倒
さ
れ
た
宗
教
と
王
政
の
こ
と
し
か
話
さ
な
い
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

し
、
彼
等
が
大
げ
さ
に
話
す
の
は
彼
等
の
利
益
の
た
め
だ
」
（
第
八
○
号
、
一
七
九
〇
年
～
○
月
三
一
日
）
と
述
べ
、
同
法
の
正
当
性
を
主
張
し
た
。

　
シ
ュ
マ
ン
は
国
王
に
つ
い
て
も
「
フ
ラ
ン
ス
人
は
彼
〔
国
王
〕
に
よ
っ
て
受
諾
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
も
の
以
外
の
法
を
認
め
な
い
」
（
同
じ
く

第
八
○
号
）
と
述
べ
、
法
に
基
づ
く
統
治
を
す
る
限
り
全
面
的
に
支
持
す
る
こ
と
を
言
明
し
て
い
た
。
し
か
し
、
國
王
～
家
逃
亡
未
遂
事
件

41 （327）



（｝

ｵ
九
一
年
六
月
二
一
日
）
が
発
覚
す
る
と
、
「
国
王
、
私
は
何
を
い
っ
て
い
る
の
だ
。
国
王
だ
っ
て
？
我
々
に
と
っ
て
彼
は
も
は
や
国
王
で

は
な
い
」
（
第
三
一
四
号
、
一
七
九
へ
年
六
月
二
二
日
）
と
述
べ
、
露
骨
な
幻
滅
と
敵
意
を
表
明
し
た
。
ま
た
、
バ
ル
ナ
ー
ヴ
を
始
め
と
す
る
議
会

多
数
派
が
国
王
の
逃
亡
を
一
種
の
「
誘
拐
事
件
」
と
見
な
し
、
事
態
の
鎮
静
化
を
図
ろ
う
と
し
た
際
も
、
そ
れ
を
「
全
て
を
ブ
イ
エ
〔
逃
亡
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

協
力
者
〕
と
そ
の
一
味
に
な
す
り
つ
け
よ
う
と
す
る
邪
な
裏
切
り
」
（
第
三
一
二
九
号
、
七
月
一
七
日
）
と
呼
ん
で
非
難
し
た
。

　
但
し
、
こ
の
事
件
を
契
機
と
し
て
共
和
制
の
実
施
を
求
め
る
議
論
が
噴
出
し
、
革
命
派
が
分
裂
の
危
機
に
瀕
す
る
と
、
シ
ュ
マ
ン
は
そ
れ
を

回
避
す
る
よ
う
勧
告
し
て
い
る
。
例
え
ば
七
月
一
七
日
に
は
コ
ル
ド
リ
エ
・
ク
ラ
ブ
が
国
王
廃
位
の
請
願
を
敢
行
し
、
シ
ャ
ン
ー
ド
ー
マ
ル
ス

広
場
で
の
流
血
事
件
に
発
展
し
た
。
し
か
し
、
彼
は
こ
の
件
を
「
外
国
権
力
の
密
使
」
に
よ
る
陰
謀
と
見
な
す
一
方
、
政
体
に
関
わ
る
重
要
問

題
と
し
て
は
扱
っ
て
い
な
い
（
第
三
四
四
号
、
一
七
九
一
年
七
月
；
百
）
。
ま
た
、
同
様
に
共
和
制
の
是
非
を
巡
っ
て
ジ
ャ
コ
バ
ン
・
ク
ラ
ブ
が

分
裂
し
た
件
に
つ
い
て
は
「
ペ
テ
ィ
ヨ
ン
と
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
み
が
自
由
の
揺
り
籠
を
捨
て
な
か
っ
た
」
（
第
三
四
一
号
、
七
月
一
九
日
）
と

評
し
、
ク
ラ
ブ
か
ら
離
反
し
た
議
員
を
批
判
し
た
が
、
次
号
（
第
三
四
二
号
、
七
月
…
一
〇
日
）
で
は
双
方
が
融
和
し
て
「
フ
ラ
ン
ス
の
幸
福
」
の

た
め
に
協
力
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
。
加
え
て
、
一
七
九
～
年
憲
法
を
国
王
が
承
認
し
た
件
に
つ
い
て
は
「
我
々
が
筆
を
執
っ
て
い
る
時
、

我
々
は
全
フ
ラ
ン
ス
に
喜
び
と
お
そ
ら
く
は
平
穏
を
も
た
ら
す
真
の
証
拠
を
受
け
取
る
。
そ
れ
は
、
国
王
が
憲
法
に
愛
着
を
持
つ
た
め
の
新
た

な
絆
だ
。
何
故
こ
れ
だ
け
の
証
拠
を
信
じ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
？
」
（
第
四
～
四
号
、
九
月
三
〇
日
）
と
述
べ
、
国
王
の
今
後
の
姿
勢
に
期
待

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

す
る
意
向
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
革
命
初
期
の
シ
ュ
マ
ン
が
、
議
会
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
法
へ
の
敬
意
と
そ
の
遵
守
を
求
め
て
い
た
こ
と
、
加
え
て
、

少
な
く
と
も
立
法
議
会
が
開
会
し
た
（
一
七
九
　
年
一
〇
月
…
日
）
直
後
ま
で
の
期
間
、
憲
法
制
定
議
会
が
当
初
か
ら
樹
立
を
予
定
し
て
い
た
現

在
の
体
制
1
1
立
憲
君
主
制
の
存
続
を
志
向
し
、
共
和
制
へ
の
転
換
も
求
め
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
当
時
は
わ
ず
か
な
例

外
を
除
い
て
「
出
版
の
自
由
」
は
保
障
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
れ
は
彼
の
主
体
的
な
意
見
の
表
明
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
立
憲

君
主
制
の
存
続
を
巡
る
こ
う
し
た
論
調
は
当
時
一
般
的
で
あ
り
、
シ
ュ
マ
ン
一
人
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
～
般
的
な
世
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論
の
動
向
（
と
見
な
し
た
も
の
）
に
自
分
の
意
見
を
同
一
化
さ
せ
る
こ
と
も
ま
た
、
あ
る
意
味
で
は
主
体
的
な
選
択
の
結
果
で
あ
る
。
実
際
、
本

節
で
紹
介
し
た
よ
う
な
現
体
制
の
存
続
と
党
派
間
の
融
和
に
関
す
る
彼
の
主
張
は
、
第
～
次
総
裁
政
府
期
に
も
世
論
の
主
流
を
代
表
す
る
も
の

と
し
て
紹
介
・
推
奨
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
二
）
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
の
政
治
思
想

シュマン＝デュポンテスの政治思想と敬神博愛教の成立（山中）

　
前
節
で
も
述
べ
た
通
り
、
革
命
初
期
に
は
「
出
版
の
自
由
」
が
保
障
さ
れ
、
数
多
く
の
新
聞
が
多
様
な
持
論
を
展
開
し
た
。
と
こ
ろ
が
一
七

九
二
年
八
月
に
王
権
が
停
止
さ
れ
る
と
、
政
府
に
よ
る
王
党
派
薪
聞
の
取
締
り
が
始
ま
っ
た
。
ま
た
、
翌
年
六
月
に
ジ
ロ
ン
ド
派
を
追
放
し
た

モ
ン
タ
ー
ニ
ュ
派
は
新
聞
事
業
を
独
占
し
、
九
月
に
は
反
革
命
容
疑
者
法
を
定
め
、
厳
格
な
出
版
統
制
を
実
施
し
た
。
一
連
の
政
策
は
書
籍
商

や
印
刷
業
者
、
何
よ
り
著
作
家
の
仕
事
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、
シ
ュ
マ
ン
は
当
時
ど
の
よ
う
な
思
想
を
表
明
し
て
い
た
の

か
。
残
さ
れ
た
史
料
を
元
に
考
察
を
進
め
て
い
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
こ
の
時
期
に
シ
ュ
マ
ン
が
出
版
し
た
書
籍
の
内
、
タ
イ
ト
ル
が
把
握
で
き
る
も
の
は
表
一
に
列
記
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
で
現
存

が
確
認
で
き
た
『
共
和
圏
の
初
等
読
本
』
（
表
一
の
一
）
、
『
若
き
愛
国
者
の
友
』
（
表
一
の
四
）
、
『
サ
ン
・
キ
ュ
ロ
ッ
ト
の
道
徳
』
（
表
～
の
六
）
は
、

全
て
シ
ュ
マ
ン
自
身
が
執
筆
し
て
い
た
。
三
書
の
正
確
な
出
版
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
お
そ
ら
く
～
七
九
四
年
一
月

以
降
に
出
版
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
は
『
共
和
国
の
初
等
読
本
』
と
『
若
き
愛
国
者
の
友
』
を
見
て
み
よ
う
。
両
県
は
読
み
書
き
計
算
の
方
法
を
示
し
た
初
等
教
科
書
で
あ

り
、
前
者
に
は
「
自
由
・
平
等
・
友
愛
」
や
「
人
民
主
権
」
等
の
革
命
的
理
念
を
子
供
向
け
に
説
明
し
た
記
述
が
見
ら
れ
る
。
後
者
で
は
バ
ス

チ
ー
ユ
襲
撃
や
王
政
廃
止
、
ジ
ロ
ン
ド
派
追
放
等
の
革
命
的
事
件
が
紹
介
さ
れ
、
併
せ
て
一
七
九
三
年
憲
法
の
全
文
、
自
由
の
殉
教
者
バ
ラ
の

パ
ン
テ
オ
ン
葬
に
関
す
る
報
告
（
一
七
九
三
年
一
二
旦
天
日
）
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
『
エ
ミ
ー
ル
』
の
登
場
人
物
や
『
社
会
契
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

論
』
の
用
語
（
＝
般
意
志
」
等
）
を
用
い
て
モ
ン
タ
ー
ニ
ュ
派
権
利
宣
言
を
解
説
し
て
い
る
点
か
ら
、
シ
ュ
マ
ン
が
ル
ソ
ー
の
著
書
を
参
照
し
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表一　ジャコバン独裁期にシュマンが発行した出版物

ユ『共和国の初等読本2（価格：12so1）

2掴民の初等読本壽（3s）

3『フランスの鯉鋪（6s）

4錯き愛国者の友』（20s）

5『権利の宣雷、愛国的な歌で違（6s）

6『サン・キュロットの道徳』（価格不明）

7澤工芸における諸発明の新聞』（購読料不明）

※タイ5ルは略記，送料・付録の有無で価格は変わる

が
難
民
公
会
で
可
決
さ
れ
た
。
そ
の
第
三
セ
ク
シ
ョ
ン
一
条
は
、

を
作
成
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
。
ま
た
、

の
研
究
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
政
府
の
方
針
を
受
け
、

を
見
込
ん
で
積
極
的
に
応
募
し
た
か
ら
で
あ
る
。

版
に
身
を
委
ね
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
一
方
、
少
し
遅
れ
て
出
版
さ
れ
た
『
サ
ン
”
キ
ュ
ロ
ッ
ト
の
道
徳
』
に
は
、
そ
う
し
た
公
権
力
の
承
認
を
示
す
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ

の
原
因
は
明
確
で
な
い
が
、
本
書
は
敬
神
博
愛
教
の
成
立
を
考
え
る
上
で
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
と
い
う
の
も
、
表
二
に
示
し
た
構
成
の
内
、

た
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。

　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
革
命
初
期
の
シ
ュ
マ
ン
は
立
憲
君
主
制
の
存
続
を
志
向
し
て
い
た
。
し

か
し
、
二
つ
の
著
書
の
構
成
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
彼
は
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
に
は
革
命
政
府
へ
の

支
持
を
明
示
し
た
。
状
況
の
変
化
が
思
想
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

同
様
の
態
度
の
転
換
は
当
時
の
代
議
士
（
例
え
ば
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
）
に
も
見
ら
れ
た
。
但
し
、
寸
書

の
表
紙
に
「
国
民
公
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
承
認
さ
れ
た
」
と
の
一
文
が
印

刷
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。
執
筆
者
が
シ
ュ
マ
ン
本
入
で
あ
る
以
上
、
文
面
が
彼
の

意
思
を
表
し
て
い
る
可
能
性
は
否
定
し
き
れ
な
い
が
、
～
方
で
こ
う
し
た
特
徴
は
、
公
権
力
に
よ
る

検
閲
を
前
に
し
て
、
そ
の
意
向
に
沿
っ
た
形
で
内
容
に
加
筆
・
修
正
が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
像

さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
シ
ュ
マ
ン
が
こ
の
よ
う
な
書
籍
を
執
筆
し
た
理
由
と
し
て
は
、
出
版
統
制
へ
の
配
慮
に
加
え
、
以

下
の
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
七
九
三
年
～
二
月
一
九
日
、
公
教
育
行
政
に
関
す
る
「
ブ
キ
エ
法
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
市
民
を
形
成
す
る
の
に
絶
対
必
要
な
知
識
」
を
盛
り
込
ん
だ
初
等
教
科
書

　
翌
年
一
月
に
は
、
そ
の
教
科
書
を
コ
ン
ク
ー
ル
で
募
集
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
エ
ブ
ラ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
当
蒔
の
教
科
書
出
版
は
格
段
に
増
加
し
た
。
書
籍
商
や
印
刷
業
者
が
利
益
の
増
大

　
⑫

　
　
　
シ
ュ
マ
ン
も
ま
た
生
計
を
維
持
す
る
目
的
か
ら
、
こ
れ
ら
の
同
業
者
の
よ
う
に
教
科
書
の
出
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表二　揮サン・キュロットの道徳』の構成

第一章：聖書から選んだ道徳の原理と美徳の干葉

父性愛、または父母の義務・親孝行、または子供の義務・友情と友愛・侮辱の許し

入問味と慈善・老年への敬意・不幸への敬意・外国人の歓待・真実と正義・過ちは個人の事

誠実と誠意・勤労愛・節制・良き習俗・家庭での良き和合・美徳の妻と良き夫婦

悪しき妻・満足は富を超す・性格の穏やかさ・占い師や夢を信じるなかれ・トビトの物語

第二章：福音書から選んだ道徳の原理と美徳の雷葉

平等・市民の義務・兄弟愛・善をなす方法・敵への愛・正義・勤労愛と節制・怒りの中の節度
恨むなかれ・夫と妻の義務・父と子の義務・労働者と雇用者の義務・真実は簡潔に示される

策士と野心家・サン・キュロット・悪い寓二者・寡婦のデナリウス硬貨・言論の自由

汝の欲するものを他人になせ・若者の軽率と父の優しさ・イエスについての観察

第三章：共和主義者の統治から選んだ道徳の原理と美徳の言葉

最高存在への敬意・平等・博愛、または問胞愛・博愛の例・入間味と慈善・思いやりの行動

侮辱の許し・暴君及び専制政治への憎悪・正義・野心家・性格の穏やかさ・誠実・誠実の例

共通の監視と祖国愛・共和暦二年ブリュメールー○日・同年ブリメール八日・法への服従

税金の支払い・外国入・親孝行と老年への敬意・全ての美徳の宗教・古代共和國への一瞥

アテネ・スパルタ、またはラケダイモン・カルタゴ・ローマ

一
章
の
記
述
の
ほ
ぼ
全
て
と
二
章
の
一
部
が
、
敬
神
博
愛
教
関
係
の
出
版
物
に
転

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

載
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
書
に
つ
い
て
は
ジ
ュ
リ
ア
に
よ
る
簡
単
な
分
析
が
あ

る
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
内
容
を
見
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
、
一
・
二
章
で
は
旧
約
聖
書
や
福
音
書
を
元
に
し
た
道
徳
論
が
展
開
さ
れ

た
。
例
え
ば
「
汝
に
は
子
が
あ
る
か
？
彼
等
を
教
育
せ
よ
。
そ
し
て
早
く
か
ら
善

　
　
　
　
　
　
⑭

行
を
習
慣
づ
け
よ
」
と
い
う
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
奇
蹟
謳
」
を
排
除
し
た
簡
潔

な
訓
示
の
み
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
聖
書
歪
曲
へ
の

批
判
と
し
て
、
当
時
革
命
家
の
間
で
流
行
し
て
い
た
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
但
し
、

そ
こ
に
は
共
和
政
の
賛
美
・
革
命
の
祝
賀
・
王
政
の
憎
悪
と
い
っ
た
、
当
時
の
革

命
礼
拝
に
特
徴
的
な
項
目
が
記
さ
れ
て
い
な
い
（
一
章
は
皆
無
で
、
二
章
は
ご
く
一

部
）
。
そ
れ
ら
の
項
目
を
多
数
含
む
の
は
三
章
で
あ
る
が
、
こ
の
章
で
は
、
一
七

九
四
年
一
月
以
降
国
民
公
会
が
全
国
に
配
布
し
た
『
フ
ラ
ン
ス
共
和
主
義
者
の
英

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

雄
的
・
市
民
的
行
為
録
』
の
一
部
が
借
用
さ
れ
て
い
た
。
故
に
、
こ
の
作
品
も
全

体
と
し
て
は
政
府
へ
の
追
随
姿
勢
を
示
す
目
的
で
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に

「
国
包
公
会
は
権
利
宣
言
の
諸
原
理
を
神
に
さ
さ
げ
、
そ
の
庇
護
の
も
と
に
共
和

主
義
体
制
を
作
り
、
宗
教
す
な
わ
ち
最
高
存
在
の
崇
拝
に
対
し
て
、
ま
ば
ゆ
い
敬

意
を
表
し
た
〔
…
…
〕
そ
う
、
神
は
実
在
す
る
。
美
徳
に
褒
美
を
与
え
る
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

そ
し
て
罪
を
罰
す
る
た
め
」
と
述
べ
た
箇
所
は
、
国
民
祭
典
に
関
す
る
議
論
と
の

関
連
を
示
唆
す
る
。
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ま
た
、
前
段
の
引
用
文
に
見
ら
れ
る
「
神
の
実
在
」
・
「
美
徳
へ
の
褒
美
」
・
「
罪
に
対
す
る
罰
」
等
の
項
目
は
、
冒
頭
で
も
触
れ
た
自
然
宗
教
、

よ
り
厳
密
に
は
霊
魂
の
不
滅
や
来
世
へ
の
信
仰
を
承
認
す
る
有
神
論
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
権
利
宣
雷
や
共
和
主
義
体
制
に

も
神
聖
な
価
値
目
「
神
の
庇
護
」
を
見
出
し
、
法
へ
の
服
従
や
納
税
を
市
民
に
義
務
付
け
た
点
（
表
二
）
に
は
特
に
注
意
を
要
す
る
。
こ
れ
こ

そ
が
、
ル
ソ
ー
が
『
社
会
契
約
論
』
で
論
じ
た
「
市
民
宗
教
」
論
に
固
有
の
項
目
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
彼
の
「
市
民
宗
教
」
論
は
有
神
論

の
教
義
を
中
核
と
し
つ
つ
、
社
会
契
約
や
法
に
も
神
聖
性
を
与
え
る
こ
と
で
、
祖
国
愛
（
統
治
機
構
へ
の
忠
誠
心
を
含
む
）
に
一
種
の
宗
教
的
熱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

情
を
注
入
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
七
九
四
年
六
月
八
日
掛
は
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
指
示
に
基
づ
き
、
同
様
の
宗
教
思
想
を
骨
子
と
す
る
最

高
存
在
の
祭
典
が
、
パ
リ
を
始
め
と
す
る
全
国
の
都
市
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
の
シ
ュ
マ
ン
の
著
作
・
出
版
活
動
は
、
革
命
政
府
主
導
の
初
等
教
育
や
国
民
祭
典
論
議
へ
の
支
持
を

表
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
但
し
、
そ
の
後
に
彼
が
関
与
し
た
事
件
は
、
著
書
の
文
面
が
そ
の
真
意
を
ど
こ
ま
で
反
映
し
て
い
た
の
か
を
考
え

る
上
で
興
味
深
い
。

　
一
七
九
四
年
六
月
、
シ
ュ
マ
ン
は
公
的
文
書
流
用
の
容
疑
で
シ
テ
・
セ
ク
シ
ョ
ン
の
革
命
委
員
会
に
連
行
さ
れ
た
が
、
極
め
て
軽
罪
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
し
て
釈
放
さ
れ
た
。
そ
の
調
書
に
は
彼
が
自
ら
の
「
誠
実
と
信
用
の
明
確
な
証
拠
を
示
し
た
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
釈
放
後
の
自
省
的
態
度

が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
委
員
会
は
今
後
も
革
命
政
府
へ
の
忠
誠
を
期
待
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
シ
ュ
マ
ン
は
翌
月
の
七
月
二
七
日

に
は
反
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
陣
営
に
つ
き
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
派
の
逮
捕
に
協
力
し
た
。
後
に
代
議
士
ク
ル
ト
ワ
が
そ
の
功
績
を
称
え
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

か
ら
考
え
て
も
、
ク
ー
デ
タ
に
は
か
な
り
積
極
的
に
参
加
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
彼
は
政
変
以
降
、
反
ジ
ャ
コ
バ
ン
的
な
書

籍
を
多
数
販
売
し
て
い
た
。
史
料
の
不
足
も
あ
っ
て
、
ク
ー
デ
タ
前
後
の
状
況
を
こ
れ
以
上
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
一
連
の
行
動
と
出

版
物
を
巡
る
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
の
事
情
は
、
著
書
の
文
体
と
シ
ュ
マ
ン
の
意
思
を
直
ち
に
結
び
付
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。

　
革
命
初
期
、
シ
ュ
マ
ン
は
立
憲
君
主
制
の
存
続
を
訴
え
て
い
た
が
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
に
は
革
命
政
府
へ
の
支
持
を
表
明
し
た
。
残
念
な
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が
ら
、
そ
の
間
に
彼
の
政
治
思
想
が
た
ど
っ
た
変
遷
を
解
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
王
権
停
止
以
降
に
実
施
さ
れ
た
出
版
統
制
は
、

そ
う
し
た
変
化
が
シ
ュ
マ
ン
の
本
意
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
知
る
上
で
重
要
な
視
座
と
な
る
。
一
方
で
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期

に
彼
が
得
た
知
識
が
、
敬
神
博
愛
教
と
何
ら
か
の
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
は
確
実
に
な
っ
た
。
な
か
で
も
本
稿
が
敬
神
博
愛
教
の
本
質
と
見
な
す

「
市
民
宗
教
」
論
は
、
史
料
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
こ
の
時
期
に
「
学
習
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
と
は
い
え
、
先
に
紹
介
し

た
『
サ
ン
“
キ
ュ
ロ
ッ
ト
の
道
徳
』
の
内
、
一
章
と
二
章
（
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
の
革
命
礼
拝
に
特
徴
的
な
項
目
を
含
ま
ず
）
の
み
が
敬
神
博
愛
教

の
出
版
物
に
転
載
さ
れ
、
三
章
（
同
様
の
項
目
を
多
数
含
む
）
が
「
市
民
宗
教
」
論
に
関
す
る
項
目
を
除
い
て
全
く
転
載
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
考
え
て
も
、
そ
う
し
た
知
識
の
継
承
に
は
あ
る
種
の
「
取
捨
選
択
」
が
働
い
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
の
経
験
は
、

い
か
な
る
動
機
の
下
に
敬
神
博
愛
教
へ
応
用
さ
れ
た
の
か
。
ま
ず
は
次
章
で
第
一
次
総
裁
政
府
期
の
シ
ュ
マ
ン
の
政
治
思
想
を
見
る
こ
と
か
ら

検
討
を
始
め
た
い
。

①
そ
の
生
涯
に
つ
い
て
は
竃
讐
ぼ
①
N
一
号
9
澄
暑
織
㌣
。
。
魁
’

②
柴
田
三
千
雄
『
パ
リ
の
フ
ラ
ン
ス
革
A
認
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
、

　
五
六
頁
。

③
奪
§
ミ
譜
隷
ミ
§
N
ミ
§
N
L
謬
ド
ω
客
男
。
。
み
8
誌
愈
甲
幻
陣
刈
爵
◎
客
．

　
念
“
。
も
．
器
避

④
本
段
落
の
引
用
先
は
順
に
ト
鳴
誉
ミ
鴨
こ
鴨
§
ミ
が
ミ
§
畠
§
§
ミ
N
犠
§
ミ
夢

　
§
韓
§
黛
舞
　
ミ
。
寒
、
小
鴨
馬
譜
ミ
§
§
書
、
舞
　
一
お
ρ
　
し
d
客
国
　
。
。
－
い
O
㌣
念
《

　
幻
卜
。
一
嵩
謡
』
。
一
も
ワ
封
。
。
一
客
。
邸
も
．
一
ρ

⑤
奪
§
ミ
譜
ミ
ミ
§
N
§
ミ
N
菊
卜
、
ミ
ホ
ρ
咳
。
鼻
や
箋
■

⑥
奪
§
ミ
譜
ミ
ミ
§
N
ミ
§
周
％
曽
謬
・
。
P
客
。
卜
。
b
。
ρ
冒
■
δ
。
。
．

⑦
§
§
ミ
』
譜
隷
ミ
§
N
ミ
§
如
卜
。
ミ
ホ
ρ
賭
。
。
。
ρ
や
①
＆
■

⑧
本
段
落
の
引
用
先
は
き
§
N
ミ
譜
画
図
へ
§
N
§
§
鳩
鱒
卜
。
ミ
ホ
ρ
宕
。
。
。
ρ
竈
■

　
①
ホ
・
黛
ρ
詔
一
謹
卜
⊃
P
瓢
。
ω
一
野
も
．
。
。
①
ご
亀
嵩
お
ρ
瓢
。
ω
ω
り
も
’
誌
◎

⑨
本
段
落
の
引
用
先
は
き
§
ミ
N
寒
ミ
置
き
。
N
ミ
帖
§
㌧
沁
卜
。
ミ
爵
ρ
窯
。
ω
瞠
も
‘

　
δ
黛
窯
。
ω
念
も
」
お
　
客
。
ω
蕗
ら
．
一
諮
一
億
。
凸
蒔
も
層
。
。
合
咀

⑩
表
一
の
書
籍
の
内
、
七
の
新
聞
に
つ
い
て
は
一
の
書
籍
の
三
六
頁
に
販
売
が
告

　
知
。
加
え
て
、
二
・
三
・
五
の
書
籍
に
つ
い
て
は
、
六
の
書
籍
の
七
二
頁
に
そ
の

　
販
売
が
告
知
さ
れ
て
い
る
。

⑪
2
①
巨
〒
U
毛
。
漠
⑪
。
。
し
－
c
づ
■
堕
》
§
S
ミ
尋
黛
ミ
§
詳
鋤
ロ
戸
b
d
属
男
×
高
O
①
誤

　
（
①
①
α
）
甲
署
■
一
①
山
Φ
　
H
餌
‘
卜
虻
註
疑
瀞
§
山
登
ミ
。
婁
雪
H
H
甲
ゆ
賭
閃
”

　
c
。
－
ピ
じ
d
念
－
ω
。
。
凸
甲
署
」
ω
山
♪
一
メ
ω
押
鳶
ふ
ト
。
．
尚
、
マ
テ
ィ
エ
が
同
時
期
の
禺

　
版
と
指
摘
す
る
シ
ュ
マ
ン
編
『
国
民
祭
典
の
教
本
触
は
、
実
際
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー

　
ル
失
脚
後
の
出
版
。
ζ
障
三
Φ
斜
曇
ら
ド
や
。
。
ρ
○
プ
㊦
慧
P
●
巷
8
叶
①
ρ
旨
し
d
‘

　
§
ミ
職
騨
斎
翁
㌧
ミ
躰
賊
§
匙
N
七
竃
H
H
押
ゆ
瓢
濁
○
。
－
い
し
d
愈
－
蒔
O
①
メ
同
書
の
詳
細
は

　
敬
神
博
愛
教
の
宗
教
的
特
質
を
論
じ
る
次
稿
で
紹
介
す
る
。

⑫
国
価
び
§
9
y
・
・
冨
嫁
く
。
ζ
一
8
Φ
首
輩
出
⑦
髪
×
r
。
駄
帥
三
ω
”
奮

　
g
緑
。
凱
ω
ヨ
Φ
ω
伍
Φ
一
、
睾
H
H
・
」
濠
く
ざ
罎
－
閏
．
（
塗
．
y
卜
頃
§
鳶
貯
留
ミ
ミ
恥
こ
霜

　
ミ
§
N
§
§
》
§
ミ
驚
℃
聯
H
グ
お
り
ρ
署
■
一
♂
』
一
お
．
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⑬
こ
の
『
サ
ン
・
キ
ュ
ロ
ッ
ト
の
道
徳
駄
は
マ
テ
ィ
エ
の
研
究
で
は
未
参
照
。
同

　
書
の
一
・
二
章
の
記
述
は
、
本
稿
三
章
で
紹
介
す
る
『
敬
神
博
愛
教
徒
の
宗
教

　
年
隔
の
一
・
一
二
巻
に
掲
載
。

⑭
9
⑦
a
㌣
U
巷
。
g
貫
旨
甲
”
§
ミ
鳴
騎
い
§
防
ー
ミ
ミ
憂
き
月
b
ご
累
即

　
c
。
－
甲
ω
課
一
も
．
伊

⑮
落
髪
五
戸
＾
・
U
①
露
鋒
仲
一
δ
ω
毘
9
豪
勇
陽
ミ
Φ
伊
［
【
o
訪
日
。
島
野

　
み
く
。
ご
二
〇
p
p
鉱
H
霧
▼
」
ピ
ゆ
く
ざ
ζ
・
甥
‘
魯
．
ミ
も
や
一
忠
－
一
①
㎝
・
但
し
、
ジ
ユ
リ
ア

　
の
指
摘
は
こ
の
借
用
の
件
に
関
し
て
の
み
。

⑯
9
Φ
邑
p
・
U
巷
。
艮
貫
§
ミ
“
℃
ワ
ω
G
。
ゐ
野

⑰
ル
ソ
…
（
桑
原
武
夫
・
前
川
貞
次
郎
訳
）
魍
社
会
契
約
論
睡
岩
波
文
庫
、
一
九

　
五
四
年
、
一
九
二
頁
。
「
つ
よ
く
、
か
し
こ
く
、
親
切
で
、
先
見
の
明
あ
り
、
め

　
ぐ
み
深
い
神
の
存
在
、
死
後
の
生
、
正
し
い
も
の
に
あ
た
え
ら
れ
る
幸
福
、
悪
人

　
に
く
わ
え
ら
れ
る
刑
罰
、
社
会
契
約
お
よ
び
法
の
神
聖
さ
」
。

⑱
‡
駄
駐
営
ミ
9
§
営
届
避
帖
愚
§
§
、
職
卜
魯
お
魯
㌧
§
ミ
§
§
翫
§
譜
N
匙

　
9
轟
ω
昏
謎
げ
に
び
気
嚢
》
甥
鼻
α
・
．
（
N
り
．
）
も
．
P
こ
の
史
料
は
マ
テ
ィ
エ
の
研
究
で

　
は
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。

⑲
○
。
舞
。
グ
閃
．
ゆ
‘
沁
§
ミ
瑛
誉
南
鮮
§
㌧
～
§
疑
8
§
§
譜
ミ
ミ
賞
伽
N
跨
ミ
誉

　
臨
ミ
“
鷺
、
§
蔦
砲
撃
ミ
醇
駄
畑
§
§
§
誉
§
め
暮
§
ミ
§
き
織
、
周
勲
碧
H
メ
一
お
ρ

　
じ
d
賭
国
U
国
。
。
。
。
∴
刈
①
刈
も
■
一
鷲
・
門
〔
入
は
知
る
だ
ろ
う
〕
い
か
に
シ
ュ
マ
ン
が
、

　
彼
〔
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
派
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
〕
が
反
徒
と
し
て
逆
ら
っ
た
国
民
公
会

　
の
名
に
お
い
て
、
勇
敢
に
彼
を
逮
捕
し
た
の
か
を
」
　
竃
魯
寓
⑦
辞
愚
．
ら
罫
や
。
。
一
．
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第
二
章
　
第
一
次
総
裁
政
府
期
に
お
け
る
シ
ュ
マ
ン
の
政
治
思
想

　
本
章
で
は
、
第
～
次
総
裁
政
府
期
に
シ
ュ
マ
ン
が
表
明
し
た
政
治
思
想
の
特
質
を
論
じ
る
が
、

社
会
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
は
そ
の
葡
提
と
な
る
同
時
期
の
政
治
と

（一

j
　
社
会
不
安
の
増
大
と
党
派
間
の
対
立

　
一
七
九
五
年
一
〇
月
二
六
日
、
国
民
公
会
は
解
散
し
、
翌
日
に
は
漏
し
い
議
会
・
政
府
が
発
足
し
た
。
そ
の
機
構
を
定
め
た
共
和
暦
三
年
の

憲
法
に
は
、
納
税
額
に
応
じ
た
選
挙
権
の
制
限
や
権
力
の
分
散
が
謳
わ
れ
て
い
た
。
実
際
、
綱
限
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
ざ
れ
た
議
会
は
五
百
人

会
・
元
老
院
の
二
院
か
ら
成
り
、
毎
年
三
分
の
一
が
改
選
さ
れ
た
。
ま
た
、
政
府
は
議
会
が
選
任
し
た
五
名
の
総
裁
、
及
び
彼
等
が
任
命
す
る

数
名
の
大
臣
で
構
成
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
機
構
上
の
特
徴
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、
新
政
府
匪
総
裁
政
府
の
目
的
は
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
の
再
発

を
防
止
し
、
安
定
し
た
社
会
秩
序
を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
発
足
直
前
に
王
党
派
の
武
装
蜂
起
を
経
験
し
た
結
果
、
総
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裁
政
府
は
ま
ず
は
共
和
派
の
大
同
団
結
を
優
先
し
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
へ
の
恩
赦
や
共
和
派
系
新
聞
へ
の
援
助
等
を
実
施
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
措
置
と
並
行
し
て
、
総
裁
政
府
は
物
価
の
高
騰
や
商
業
活
動
の
停
滞
、
財
政
の
破
綻
と
い
っ
た
経
済
的
諸
問
題
の
解
決
に
着
手
し

た
。
国
有
財
産
の
売
却
や
ア
ッ
シ
ニ
ア
紙
幣
の
廃
止
、
銀
行
設
立
の
計
画
や
土
地
手
形
の
発
行
等
の
政
策
が
実
施
さ
れ
た
が
、
期
待
し
た
よ
う

な
成
果
は
あ
が
ら
ず
、
経
済
状
況
は
か
え
っ
て
悪
化
し
、
食
糧
危
機
も
手
伝
っ
て
市
民
の
問
に
不
安
が
広
が
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
パ
ブ
！
フ
の

陰
謀
」
は
、
こ
う
し
た
社
会
不
安
を
背
景
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
陰
謀
は
一
七
九
六
年
五
月
に
露
見
し
、
首
謀
者
の
処
刑
（
翌

年
五
月
）
に
よ
っ
て
幕
を
閉
じ
た
が
、
そ
れ
に
脅
威
を
感
じ
た
総
裁
政
府
は
再
び
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
の
弾
圧
に
乗
り
出
し
た
。

　
　
方
で
、
武
力
に
よ
る
反
革
命
の
限
界
を
認
識
し
た
王
党
派
（
旧
体
制
へ
の
復
帰
を
断
熱
望
む
絶
対
王
政
派
と
、
共
和
暦
三
年
憲
法
の
原
理
を
あ
る

程
度
支
持
し
、
議
会
制
に
基
づ
く
王
政
を
希
望
す
る
立
憲
君
主
派
）
は
、
議
会
で
の
勢
力
拡
大
に
よ
る
合
法
的
な
反
革
命
の
遂
行
を
目
論
ん
だ
。
と

り
わ
け
立
憲
君
主
派
は
穏
健
共
和
派
と
の
協
調
関
係
を
維
持
し
つ
つ
、
各
地
に
張
り
巡
ら
せ
た
情
報
網
を
駆
使
し
て
選
挙
活
動
を
展
開
し
た
。

王
党
派
は
前
述
の
社
会
不
安
を
総
裁
政
府
へ
の
批
判
に
利
用
し
、
支
持
を
広
げ
た
。
そ
の
結
果
、
一
七
九
七
年
三
月
の
議
会
選
挙
で
は
彼
等
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

大
勝
（
当
選
者
の
大
半
は
立
羅
君
主
派
）
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
前
に
し
て
、
幾
人
か
の
共
和
派
の
代
議
士
・
役
人
・
著
作
家
は
、
祖
国
愛
の
酒
養
を
通
し
て
総
裁
政
府
と
市
民
の
信

頼
関
係
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
彼
等
の
計
画
の
中
核
を
占
め
た
の
が
「
市
民
宗
教
」
論
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
思
想
）
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
五
百
人
会
議
員
ド
ー
ベ
ル
羅
切
ル
は
～
七
九
六
年
三
月
以
降
、
議
会
で
祖
国
愛
酒
養
の
た
め
の
提
案
を
繰
り
返
し
、
併
せ
て
自
然
宗
教

（
有
神
論
）
を
基
調
と
す
る
新
宗
教
の
創
設
を
著
書
（
『
崇
拝
者
達
の
宗
教
と
い
う
名
の
原
稿
か
ら
の
抜
粋
』
）
の
中
で
推
奨
し
た
。
ま
た
、
ヨ
ン
ヌ
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
派
遣
委
員
ブ
ノ
ワ
同
ラ
モ
ト
は
、
同
時
期
に
薪
聞
紙
上
で
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
祭
典
と
よ
く
似
た
「
市
民
宗
教
」
の
普
及
を
提
案
し
た
。
加

え
て
著
作
家
ガ
ラ
ン
は
、
や
は
り
同
時
期
に
発
表
し
た
著
書
『
国
王
が
必
要
か
？
共
和
国
が
必
要
か
？
一
哀
れ
な
一
人
の
男
の
省
察
』
に
お

い
て
、
総
裁
政
府
が
「
様
々
な
情
念
の
衝
突
、
内
外
の
戦
争
と
い
う
動
乱
、
暴
動
と
飢
餓
、
及
び
不
幸
な
人
民
が
深
く
悲
し
ま
せ
ら
れ
る
金
て

の
災
厄
」
が
支
配
す
る
時
代
に
誕
生
し
た
こ
と
、
及
び
そ
れ
が
「
そ
の
誕
生
以
来
、
あ
ら
ゆ
る
党
派
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
指
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等
し
た
。
一
方
で
、
彼
は
「
そ
の
〔
総
裁
政
府
の
〕
転
覆
は
、
最
も
致
命
的
な
結
果
と
、
我
々
が
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
よ
り
も
更
に
ひ
ど
い
不

幸
を
引
き
起
こ
す
だ
ろ
う
」
と
の
一
節
も
記
し
、
山
積
す
る
諸
問
題
の
解
決
に
は
現
体
制
の
存
続
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
ガ
ラ

ン
は
具
体
的
方
策
に
関
し
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、
新
し
い
「
市
民
宗
教
」
に
よ
る
祖
国
愛
の
平
心
を
推
奨
し
た
。
「
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、

最
良
の
統
治
と
は
、
市
民
が
自
国
の
法
の
厳
格
な
遵
守
を
、
神
に
捧
げ
ら
れ
た
中
で
最
も
美
し
い
敬
意
と
見
な
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

わ
ば
、
そ
こ
で
は
神
へ
の
愛
が
相
国
へ
の
愛
に
結
び
付
け
ら
れ
る
の
だ
」
。

　
前
段
で
取
り
上
げ
た
新
宗
教
の
素
案
は
、
い
ず
れ
も
危
機
に
瀕
し
た
現
体
制
を
宗
教
の
力
に
よ
っ
て
存
続
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
後
述
す

る
通
り
、
シ
ュ
マ
ン
も
ま
た
同
様
の
発
想
の
下
に
敬
神
博
愛
教
を
創
設
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
素
案
が
、
程
度
の
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
あ
れ
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
の
革
命
礼
拝
の
影
響
を
受
け
、
共
和
派
以
外
に
は
敵
対
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
シ
ュ
マ
ン
は
よ
り
融
和
的
な

「
市
民
宗
教
」
の
普
及
を
通
し
て
自
ら
の
目
的
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
次
節
以
降
で
は
、
そ
う
し
た
シ
ュ
マ
ン
の
政
治
思
想
と
敬
神
博
愛
教

の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

（
二
）
　
『
ア
ベ
イ
ユ
』
紙
の
創
刊

　
で
は
、
第
一
次
総
裁
政
府
期
の
シ
ュ
マ
ン
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
一
七
九
四
年
九
月
以
降
、
彼
は
『
ク
ー
リ
エ
・
ド
・
ラ
・
リ
ブ
レ
リ
』

と
い
う
書
籍
カ
タ
ロ
グ
を
発
行
し
、
革
命
初
期
と
同
様
の
卸
売
業
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
紙
面
か
ら
は
彼
が
代
議
士
の
著
書
や
政
府
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

報
訳
書
を
多
数
扱
っ
て
お
り
、
や
は
り
政
治
指
導
層
を
重
要
な
顧
客
に
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
こ
に
は
後
に
敬
神
博
愛
教
の
有
力

信
者
と
な
る
者
の
著
書
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
後
シ
ュ
マ
ン
は
一
七
九
六
年
余
月
か
ら
『
ア
ベ
イ
ユ
』
（
一
一
百
毎
に
発
行
）
と
い
う
新
聞
を

発
行
し
た
。
同
紙
は
マ
テ
ィ
エ
の
研
究
で
は
全
く
考
察
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
の
政
治
思
想
を
知
る
上
で
重
要
な
情
報
を
多
数
含
ん
で
い
る
。

　
『
ア
ベ
イ
ユ
』
は
国
内
外
の
政
治
状
況
に
関
す
る
他
紙
の
記
事
を
紹
介
し
た
時
事
情
報
紙
で
あ
る
。
そ
の
第
一
号
に
は
「
諸
新
聞
の
精
神
に

つ
い
て
」
と
い
う
欄
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
パ
リ
に
は
多
く
の
政
治
的
新
聞
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
は
全
て
三
つ
の
タ
イ
プ
に
整
理
で
き

50　（336）



シュマン＝デュポンテスの政治思想と敬神博愛教の成立（山中）

る
。
そ
の
内
二
つ
は
、
手
段
は
違
え
ど
も
現
在
の
政
府
を
攻
撃
す
る
点
で
一
致
す
る
。
片
方
は
一
七
九
三
年
の
ア
ナ
ー
キ
ー
な
党
派
〔
ジ
ャ
コ

バ
ン
派
〕
に
、
も
う
片
方
は
君
主
制
を
懐
か
し
む
党
派
に
献
身
を
誓
う
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
前
節
で
述
べ
た
状
況
を
シ
ュ
マ
ン
も
認
識
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

い
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
そ
の
後
に
は
「
三
番
目
の
タ
イ
プ
は
、
そ
し
て
こ
れ
が
最
も
多
数
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
こ
の

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

地
を
完
全
に
破
滅
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
動
揺
が
新
た
に
起
こ
る
こ
と
を
圓
冷
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
時
に
為
政
者
達
に
対
し
て
毅
然
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

た
真
実
を
言
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
常
に
現
存
す
る
統
治
形
態
に
愛
着
を
示
し
つ
つ
行
わ
れ
る
。
最
も
多
く
の
良
識
、
最
も
多
く
の
真
率
、
最

も
多
く
の
真
な
る
勇
気
が
見
出
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
タ
イ
プ
の
著
作
家
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
必
要
は
な
い
。
我
々
が
最
も
分
析
を
行
う
気
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

な
る
の
は
彼
ら
の
省
察
だ
」
（
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。
こ
れ
以
降
も
同
じ
）
と
あ
る
。
当
時
の
彼
が
現
体
制
の
存
続
を
「
世
論
の
支
配
的
な
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
望
」
と
見
な
し
、
自
身
も
そ
れ
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
た
一
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
下
、
旦
ハ
体
的
な
構
成
を
見
て
み
よ
う
。
一
七
九
六
年
一
一
月
二
三

数嗣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
か
ら
翌
年
八
月
一
六
日
に
か
け
て
発
行
さ
れ
た
全
八
一
号
の
内
、
記

引

灘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
を
引
用
し
た
新
聞
は
五
二
紙
に
の
ぼ
る
（
引
用
回
数
の
多
い
も
の
は
表

勧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
）
。
議
会
で
の
討
論
や
法
令
の
紹
介
を
重
視
し
て
い
る
た
め
、
政
府

他

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
系
の
『
レ
ダ
ク
ト
ゥ
ー
と
（
表
三
の
一
）
や
『
ア
ミ
・
デ
・
ロ
ワ
』

凋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
表
三
の
こ
）
等
が
頻
繁
に
引
用
さ
れ
た
。
一
方
で
、
『
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・

イ

バ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
リ
テ
話
ク
』
（
嚢
の
八
）
や
『
コ
テ
ィ
デ
ィ
エ
ン
ヌ
』
（
表
三
璽

ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
）
等
の
王
党
二
二
新
聞
か
ら
の
引
用
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
点
は
、

表　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
革
命
初
期
の
『
ル
・
プ
ゥ
ル
・
エ
・
ル
・
コ
ン
ト
ル
』
と
同
様
、
当
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
シ
ュ
マ
ン
が
党
派
に
関
わ
り
な
く
多
様
な
意
見
の
紹
介
に
努
め
て
い

1 レダクトゥール 29

2 アミ・デ・ロワ ユ8

3 ガゼット・フランセーズ 14

4 ケンスール・デ・ジュルノー 13

5 イストリオン 9

6 モニトゥール 9

7 ジュルナル・ド・パリ 8

8 ヌーヴェル・ポリティーク 8

9 一“　、　“　　　　　　、

Aンユ不
8

10 サンティネル 7

11 ミロワール 7

ユ2 レピュブリカン・フランセ 6

13 コティディエンヌ 6

14 クレ・ドゥ・カビネ・デ・スゥブラン 5

15 ジュルナル・デ・ゾンム・リーブル 4
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た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
興
味
深
い
。
記
事
に
批
評
を
加
え
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
が
、
エ
ミ
グ
レ
（
亡
命
貴
族
）
の
潜
伏
謡
講
の
重
要
問
題

に
つ
い
て
は
、
複
数
の
新
聞
の
見
解
、
及
び
そ
の
相
違
を
説
明
し
て
い
る
。

　
ま
た
文
申
に
は
、
や
は
り
革
命
初
期
に
発
行
し
た
『
ジ
ュ
ル
ナ
ル
・
ド
・
ラ
・
レ
ボ
リ
ュ
シ
オ
ン
』
と
岡
じ
よ
う
に
「
雑
録
」
と
い
う
生
際

が
あ
り
、
編
集
者
の
意
見
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
印
紙
税
導
入
に
関
す
る
五
百
人
会
の
決
定
に
対
し
て
、
シ
ュ
マ
ン
は
「
諸
君
〔
五
百

人
会
に
席
を
置
く
総
裁
政
府
の
支
持
者
一
1
総
裁
政
府
共
和
派
の
こ
と
。
彼
等
は
王
党
派
の
台
頭
を
抑
止
し
よ
う
と
す
る
総
裁
政
府
の
指
示
を
受
け
、
出
版
活
動

の
統
制
に
関
す
る
法
案
を
提
出
し
た
〕
は
財
政
の
大
臣
自
ら
不
要
と
宣
言
し
た
税
に
よ
っ
て
、
諸
君
を
正
義
の
境
界
に
留
め
置
き
得
る
唯
一
の
歯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

止
め
を
、
世
論
と
い
う
歯
止
め
を
断
ち
切
り
た
い
の
か
」
（
第
一
号
）
と
の
一
文
を
掲
載
し
、
「
出
版
の
自
由
」
の
保
障
を
総
裁
政
府
に
要
求
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
シ
ュ
マ
ン
は
基
本
的
に
は
現
体
制
の
存
続
を
志
向
し
な
が
ら
も
、
状
況
に
よ
っ
て
は
政
府
を
批
判
す
る
こ
と

も
辞
さ
な
か
っ
た
。
引
用
文
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
統
制
再
開
の
動
き
が
一
部
存
在
し
た
と
は
い
え
、
第
一
次
総
裁
政
府
期
は
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

期
に
比
べ
て
「
出
版
の
自
由
し
が
大
幅
に
拡
大
し
て
お
り
、
必
然
的
に
活
性
化
し
た
世
論
は
『
ア
ベ
イ
ユ
』
の
文
体
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
シ
ュ
マ
ン
は
他
紙
の
記
事
を
紹
介
す
る
形
で
、
当
時
の
世
論
が
総
裁
政
府
に
求
め
て
い
た
も
の
の
一
端
を
以
下
の
よ
う

に
列
挙
し
た
。
そ
こ
に
は
雨
節
で
概
観
し
た
同
時
期
の
政
治
・
社
会
的
混
乱
を
収
拾
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
。
「
『
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ポ
リ
テ

ィ
ー
ク
』
は
、
五
百
人
会
が
一
ヶ
月
以
上
に
も
渡
り
、
新
聞
記
者
に
対
抗
す
る
新
聞
の
創
刊
や
侮
辱
の
準
備
、
そ
し
て
彼
等
に
対
す
る
税
法
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

軽
罪
刑
の
作
成
の
み
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
に
不
満
を
述
べ
て
い
る
。
最
も
重
要
な
案
件
、
す
な
わ
ち
略
奪
行
為
の
抑
止
、
財
政
及
び
私
人
間

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
商
取
引
の
修
復
、
戦
争
及
び
革
命
の
災
禍
で
生
ま
れ
た
多
く
の
不
幸
な
犠
牲
者
達
の
境
遇
緩
和
、
植
民
地
等
々
が
注
意
を
呼
び
か
け
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
い
う
の
に
。
五
百
人
会
は
そ
れ
ら
を
時
た
ま
に
し
か
扱
わ
ず
、
し
か
も
あ
る
種
の
軽
蔑
と
無
関
心
を
も
っ
て
臨
ん
で
い
る
の
だ
」
（
第
一
三
号
、

一
七
九
七
年
一
月
二
日
）
。
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（
三
）
　
議
会
選
挙
に
関
す
る
活
動

シュマン＝デュポンテスの政治思想と敬神博愛教の成立（山中）

　
『
ア
ベ
イ
ユ
』
の
発
行
を
続
け
る
　
方
で
、
シ
ュ
マ
ン
は
一
七
九
七
年
三
月
に
実
施
予
定
の
両
院
議
会
選
挙
に
際
し
、
一
月
七
日
に
は
『
次

回
選
挙
候
補
者
へ
の
試
験
隔
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
出
版
し
た
。
こ
れ
は
自
身
を
選
挙
人
に
見
立
て
た
上
で
、
代
議
士
と
し
て
必
要
な
資
質

を
列
挙
し
、
候
補
者
に
習
得
を
促
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
『
ア
ベ
イ
ユ
』
の
定
期
購
読
者
に
は
付
録
と
し
て
配
布
さ
れ
た
。
本
書
も
彼
の
政

治
思
想
を
知
る
上
で
貴
重
な
情
報
を
含
ん
で
い
る
が
、
十
分
に
分
析
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。

　
こ
の
史
料
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
代
議
士
の
条
件
に
関
し
て
文
中
に
「
私
が
候
補
者
の
中
に
体
制
へ
の
断
固
た
る
愛
着
を
要
求
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
と
は
い
え
、
私
は
判
断
に
際
し
、
彼
が
霜
主
政
の
下
で
の
共
和
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
共
和
国
の
下
で
は
王
党
派
に
な
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
を
問
題
に
は
し
な
い
。
し
か
し
私
は
、
も
し
彼
が
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
〔
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
〕
で
あ
っ
た
な
ら
拒
否
す
る
だ
ろ
う
」
と
の

一
節
を
記
し
た
点
で
あ
る
。
「
君
主
政
の
下
で
の
共
和
主
義
者
」
と
は
立
憲
君
主
派
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
（
少
な
く
と
も
絶
対
王
政
派
で
は
な

い
だ
ろ
う
）
、
彼
等
の
当
選
を
拒
否
し
な
い
態
度
は
、
「
出
版
の
自
由
」
を
擁
護
す
る
姿
勢
と
同
様
、
同
時
期
の
穏
健
共
和
派
（
共
和
派
で
あ
る
が
、

立
憲
君
主
派
と
の
協
調
路
線
を
採
り
、
必
ず
し
も
総
裁
政
府
に
従
属
的
で
は
な
い
）
が
示
し
た
立
場
と
共
通
す
る
。
ま
た
、
エ
ミ
グ
レ
の
被
疑
者
に
弁

明
の
機
会
が
与
え
ら
れ
な
い
の
な
ら
「
行
政
権
力
〔
総
裁
政
府
〕
は
も
は
や
、
エ
ミ
グ
レ
の
リ
ス
ト
へ
の
登
録
・
保
管
・
再
登
録
を
行
い
、
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

刑
台
に
送
る
こ
と
で
、
五
万
人
の
市
民
の
命
を
も
て
あ
そ
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
点
も
、
同
じ
く
共
通
し
た
論
調
で
あ
る
。

　
シ
ュ
マ
ン
が
こ
の
よ
う
な
意
見
を
表
明
し
た
理
由
と
し
て
は
、
同
書
の
以
下
の
記
述
、
「
全
て
の
損
害
を
忘
れ
る
こ
と
だ
け
が
、
平
穏
を
連

れ
戻
す
の
だ
。
ま
た
、
祖
国
へ
の
恨
み
を
犠
牲
に
す
る
だ
け
の
心
の
強
さ
を
持
た
な
い
人
間
は
、
憎
し
み
、
不
和
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
生
じ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

全
て
の
不
幸
を
永
続
さ
せ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
」
が
参
考
に
な
ろ
う
。
当
時
の
彼
は
諸
党
派
に
対
し
、
革
命
期
に
生
じ
た
不
和
を
忘
れ
、
現

体
制
存
続
の
た
め
に
協
力
（
具
体
的
に
は
穏
健
共
和
派
と
立
憲
君
主
派
が
協
力
し
て
議
会
を
運
営
し
、
総
裁
政
府
を
融
和
主
義
路
線
に
向
か
わ
せ
る
）
す
る

よ
う
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
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よ
り
重
要
な
の
は
、
同
時
期
に
彼
が
創
始
し
た
敬
神
博
愛
教
と
、
こ
う
し
た
政
治
思
想
が
網
点
に
関
連
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
『
次
回
選
挙

候
補
者
へ
の
試
験
』
に
は
、
「
私
は
候
補
者
が
あ
れ
や
こ
れ
や
の
宗
派
に
属
し
て
い
る
か
ど
う
か
な
ど
は
問
わ
な
い
が
、
彼
が
宗
教
的
原
理
を

持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
問
題
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
大
多
数
の
人
間
に
と
っ
て
、
善
行
の
絶
え
間
な
い
実
践
は
、
即
座
に
神
の
実
在
と
霊
魂
の

不
滅
へ
の
信
仰
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
か
ら
だ
」
と
述
べ
た
箇
所
が
あ
る
。
冒
頭
で
も
述
べ
た
通
り
、
こ
の
「
神
の
実
在
と
霊
魂
の
不
滅
」
へ
の

信
仰
は
敬
神
博
愛
教
の
根
本
教
義
で
あ
る
。
こ
れ
が
代
議
士
候
補
者
に
必
要
な
資
質
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
点
は
興
味
深
い
。
ま
た
、
同
書
の
末

尾
で
敬
神
博
愛
教
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
宣
伝
さ
れ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
本
書
が
そ
の
性
格
上
、
代
議
士
候
補
者
や
選
挙
人
と
な
る
財
産
資
格

を
持
つ
上
層
市
民
に
向
け
て
書
か
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
故
に
こ
れ
ら
の
点
か
ら
は
、
シ
ュ
マ
ン
が
敬
神
博
愛
教
の
主
た
る
担
い
手
H
信

徒
と
し
て
、
自
身
と
立
場
（
党
派
間
の
融
和
）
を
共
有
す
る
政
治
指
導
層
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
一
七
九
七
年
一
月
二

五
日
の
『
ア
ベ
イ
ユ
』
第
二
〇
号
に
掲
載
さ
れ
た
以
下
の
記
述
、
「
会
員
達
は
敬
神
博
愛
教
徒
、
あ
る
い
は
神
の
崇
拝
者
に
し
て
人
間
の
友
を

　
　
　
　
　
　
　
　
・
、
・
…
、
、
、
、
、
⑬

名
乗
っ
た
。
そ
し
て
政
治
的
に
せ
よ
、
宗
教
的
に
せ
よ
、
全
て
の
意
見
を
尊
重
す
る
こ
と
を
標
榜
し
て
い
る
」
も
、
そ
う
し
た
融
和
主
義
を
敬

神
博
愛
教
の
布
教
方
針
に
反
映
さ
せ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
次
総
裁
政
府
期
に
お
い
て
、
シ
ュ
マ
ン
は
革
命
初
期
と
同
様
、
本
業
の
書
籍
商
1
1
印
刷
業
に
加
え
、
新
聞
を
発
行
し
て
積
極
的
に
意
見

を
表
明
し
た
。
彼
は
現
体
制
の
存
続
を
世
論
の
要
望
と
見
な
し
、
自
身
も
支
持
す
る
意
向
を
示
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
党
派
聞
の

融
和
を
通
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
時
に
は
総
裁
政
府
の
抑
圧
的
態
度
を
批
判
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
当
時
は
「
出
版
の
自
由
」
が
維
持
さ
れ
て

お
り
、
彼
の
言
説
は
や
は
り
真
意
に
近
い
も
の
を
表
現
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
尚
、
シ
ュ
マ
ン
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
、
マ
テ
ィ
エ
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
「
ジ
ロ
ン
ド
派
」
や
「
保
守
的
共
和
派
」
と
表
現
し
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
指
摘
に
は
党
派
間
の
融
和
に
関
す
る
視
座
が
欠
如
し
て
お

り
、
何
よ
り
史
料
的
根
拠
が
欠
け
て
い
た
。
彼
の
政
治
思
想
は
噸
ア
ベ
イ
ユ
』
に
代
表
さ
れ
る
無
論
活
動
を
抜
き
に
し
て
は
理
解
で
き
な
い
。

実
際
、
同
紙
は
第
一
次
総
裁
政
府
期
を
通
じ
て
敬
神
博
愛
教
の
「
広
告
塔
」
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
。
両
者
の
具
体
的
な
関
係
に
つ
い
て
は

次
章
で
述
べ
た
い
。
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①
　
議
会
選
挙
ま
で
の
政
治
史
の
概
要
は
ピ
①
審
σ
≦
ρ
愚
．
ミ
も
サ
心
証
ω
一
ト
。
’

②
　
こ
れ
ら
の
新
宗
教
の
素
案
に
つ
い
て
は
竃
簿
置
Φ
N
り
号
「
竃
計
竈
．
高
O
馬
。
。
’

③
ガ
ラ
ン
の
著
書
の
本
段
落
で
の
3
1
用
先
は
O
繕
事
斜
》
‘
象
ミ
彪
寝
、
N
、
。
魅

　
穿
ミ
劇
§
鴨
、
轟
き
書
ミ
叩
肉
驚
鴨
甑
§
い
き
§
鷺
寝
ミ
転
送
噛
＆
黄
8
H
＜
曽
ゆ
瓢
銅

　
G
。
－
r
b
d
膳
卜
。
ら
α
ρ
箸
．
？
N
膳
G
。
マ
尚
、
マ
テ
ィ
エ
は
同
書
を
グ
ピ
ル
（
次
章
で
紹

　
介
）
の
作
と
し
て
い
る
が
（
鑑
日
出
Φ
N
響
§
ミ
も
’
①
①
）
、
こ
れ
は
ガ
ラ
ン
の
作

　
で
あ
る
。
以
下
の
雷
籍
が
全
く
同
じ
文
薗
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
O
巴
『
訂
斜
〉
；

　
肉
餐
〔
§
ゴ
砺
慧
N
ミ
餐
跨
ミ
㌧
》
§
賄
愚
ミ
ミ
題
℃
碧
H
＜
．
切
回
鳴
り
。
。
－
ピ
》
G
。
駆
っ
｝
器
伊

④
例
え
ば
、
こ
れ
ら
の
素
案
は
共
和
暦
に
影
響
を
受
け
た
年
中
行
事
（
ド
ー
ベ
ル

　
メ
ニ
ル
）
や
旬
巳
で
の
礼
拝
（
ブ
ノ
ワ
鑓
ラ
モ
ト
、
ガ
ラ
ン
）
を
基
調
と
す
る
な

　
ど
、
敬
神
博
愛
教
と
は
異
な
る
牲
格
を
持
つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
ド
ー
ベ
ル
メ
ニ

　
ル
や
ブ
ノ
ワ
目
ラ
モ
ト
は
後
に
敬
神
博
愛
教
の
儒
者
と
な
っ
た
。

⑤
9
ミ
滝
ミ
・
譜
ミ
§
、
導
壼
君
民
月
ミ
集
る
μ
句
」
甫
嶺
O
ム
㊤
①
ド
こ
の
文
書
は

　
マ
テ
ィ
エ
の
研
究
で
は
来
参
照
。
反
ジ
ャ
コ
バ
ン
的
害
籍
は
こ
の
中
で
販
売
を
仲

　
介
。

⑥
卜
諺
ミ
§
。
。
H
謹
日
騨
。
。
。
．
も
一
同
く
し
刈
8
め
メ
ゆ
甥
国
幻
国
ω
δ
－
ピ
9
よ
①
。
。
野

　
署
。
一
も
高
．
同
紙
は
第
五
七
号
か
ら
糊
ク
ー
リ
エ
・
ド
・
ラ
・
リ
ブ
レ
リ
』
と
合

　
併
し
、
名
称
も
隅
ア
ベ
イ
ユ
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
』
に
変
更
し
て
い
る
が
、
本
稿
で

　
は
哩
ア
ベ
イ
ユ
』
で
統
一
す
る
。

⑦
ポ
プ
キ
ン
の
分
類
に
従
え
ば
、
本
文
表
三
の
怨
讐
の
内
、
九
の
新
聞
は
「
過
激

　
王
党
派
」
。
三
、
一
三
は
門
王
党
派
」
（
本
稿
で
は
絶
対
王
政
派
と
表
現
）
。
四
は

　
「
特
異
な
立
憲
君
主
派
」
。
八
は
「
立
憲
落
主
派
駄
。
五
、
七
、
＝
ぼ
門
穏
健
右

　
派
」
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
表
門
の
五
の
明
イ
ス
ト
り
オ
ン
撫
は
立
憲

　
君
主
派
的
な
論
調
も
展
開
し
て
い
た
。
℃
o
層
ζ
戸
旨
u
G
§
鴨
沁
蒔
田
㍗
景
謡
頃
ぎ
題
賜

　
討
箏
§
N
8
嵐
遡
噂
N
o
。
O
P
O
ぴ
巷
①
一
自
記
層
一
り
。
。
ρ
署
」
ω
メ
塾
。
一
甲
卜
。
一
ω
’
尚
、
表

　
三
の
一
五
は
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
の
新
聞
。

⑧
卜
師
ミ
§
甥
。
押
や
ω
．

⑨
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ゆ
竃
聖
α
Q
曾
○
■
曾
巴
．
（
融
．
γ
募
§
鳶
鷺
憲
ミ
笥
譜
ミ

　
聴
§
曹
鳶
ミ
黎
①
＜
o
一
ω
；
勺
霜
解
払
④
①
甲
刈
◎
く
。
ド
押
署
’
鰹
駅
留
刈
　
目
①
｛
Φ
ぴ
－

　
≦
P
魯
．
自
適
毛
．
一
8
b
畠
■

⑩
卜
嬉
ミ
N
ド
累
σ
H
ω
も
■
器
「

⑪
本
段
落
の
引
用
先
は
9
①
邑
巳
）
巷
。
三
①
ρ
㍗
じ
d
．
咽
穿
、
、
§
騨
§
§
§
身

　
窺
§
u
㌣
ミ
ぎ
帖
ミ
始
簿
ミ
。
葺
食
α
昌
く
甲
ミ
リ
担
。
σ
窯
男
。
。
醒
ピ
ゆ
麟
駆
。
∴
ト
っ
鍵
Ψ
暑
’
9

　
一
一
一
憲
．

⑫
N
ぴ
ミ
も
．
①
．

⑬
本
段
落
の
引
用
先
及
び
典
拠
は
奪
ミ
も
唱
』
」
？
卜
囲
い
ミ
貴
客
。
b
。
O
も
’
お
．

⑭
竃
舞
三
Φ
N
り
号
§
も
唱
．
。
。
N
8
■

第
三
章
　
敬
神
博
愛
教
の
成
立
と
そ
の
「
市
民
宗
教
」
論
の
射
程

　
一
七
九
六
年
九
月
、
シ
ュ
マ
ン
は
『
敬
神
人
愛
教
徒
の
教
本
』
（
表
四
の
一
）
と
い
う
書
籍
を
出
版
し
、
自
身
の
店
舗
で
販
売
し
て
い
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

れ
を
読
ん
だ
通
訳
者
の
ア
ユ
イ
が
彼
に
面
会
を
求
め
、
こ
の
宗
教
を
普
及
さ
せ
る
べ
く
協
会
の
設
立
を
勧
め
た
と
い
う
。
そ
の
後
数
名
の
協
力
　
3
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

者
が
加
わ
り
、
翌
年
　
月
一
五
日
に
は
第
一
回
の
公
開
礼
拝
が
パ
リ
の
サ
ン
ト
縫
カ
ト
リ
ー
ヌ
教
会
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
シ
ュ
マ
ン
は
敬
神
　
5
5



博
愛
教
を
解
説
し
た
様
々
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
執
筆
し
た
。
本
章
で
は
こ
れ
ら
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
元
に
、
第
一
次
総
裁
政
府
期
の
敬
神
博
愛
教
の

布
教
活
動
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
但
し
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
通
り
、
考
察
の
範
囲
は
シ
ュ
マ
ン
の
政
治
思
想
と
彼
の
「
市
民
宗
教
」
論
の
相
互

関
係
に
限
定
し
た
い
。
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（　

j
　
家
庭
の
安
寧
を
墓
調
と
し
た
祖
国
愛
の
酒
養

　
ま
ず
、
根
本
教
義
で
あ
る
「
神
の
実
在
と
霊
魂
の
不
滅
」
へ
の
信
仰
は
全
て
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
共
通
す
る
。
そ
し
て
敬
神
博
愛
教
の
「
神
」

の
定
義
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
記
述
が
参
考
に
な
る
。
「
彼
等
〔
敬
神
博
愛
教
徒
〕
は
、
宇
宙
の
壮
麗
さ
と
そ
の
秩
序
、
及
び
全
て
の
諸
国
民
と

彼
等
の
良
心
の
証
雷
に
従
い
、
以
下
の
点
を
知
る
こ
と
で
満
足
す
る
。
す
な
わ
ち
神
は
実
在
す
る
こ
と
、
人
は
あ
ら
ゆ
る
面
で
の
完
全
性
と
い

う
観
念
な
し
に
、
神
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
神
は
善
で
あ
り
、
正
義
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
美
徳
は
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
ら
れ
、
悪
徳
は
罰
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
で
あ
る
」
（
引
用
先
は
磯
敬
神
博
愛
教
徒
の
教
本
嚇
表
四
の
二
・
五
）
。

　
前
段
に
引
用
し
た
一
節
は
、
～
章
で
も
紹
介
し
た
自
然
宗
教
、
特
に
、
肉
体
が
滅
ん
だ
後
も
生
き
続
け
る
霊
魂
や
、
生
前
の
行
動
に
対
し
て

死
後
に
与
え
ら
れ
る
賞
罰
の
存
在
を
認
め
た
有
神
論
の
思
想
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
の
行
動
を
監
視
し
、
来
世
で
そ
れ
へ
の
賞
罰
を
言
い

渡
す
神
の
存
在
こ
そ
が
、
市
民
道
徳
の
向
上
に
不
可
欠
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
礼
拝
は
各
家
庭
で
行
う
も
の
と
公
開
で
行
う
も
の
と
に
分

類
さ
れ
た
。
前
者
で
は
、
主
に
朝
に
行
う
神
へ
の
祈
り
と
夜
に
行
う
自
省
の
行
い
に
よ
っ
て
、
信
徒
に
敬
神
の
態
度
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
が
意

図
さ
れ
た
。
一
方
、
公
開
の
礼
拝
で
は
建
物
の
内
部
に
根
本
教
義
と
三
つ
の
戒
律
（
「
神
を
崇
め
よ
」
・
「
あ
な
た
方
の
同
胞
を
慈
し
め
」
・
「
あ
な
た
方

を
祖
国
に
有
用
で
あ
ら
し
め
よ
」
）
、
及
び
「
善
は
人
間
を
保
全
し
完
成
さ
せ
る
も
の
全
て
。
悪
は
人
間
を
破
壊
し
駄
目
に
す
る
も
の
全
て
」
、
「
子

供
達
よ
、
あ
な
た
方
の
父
母
に
敬
意
を
示
せ
。
愛
情
を
も
っ
て
彼
ら
に
服
従
せ
よ
。
彼
ら
の
老
年
の
負
担
を
減
ら
せ
。
父
母
よ
、
あ
な
た
方
の

子
供
を
教
育
せ
よ
」
、
「
妻
よ
、
あ
な
た
の
夫
に
家
庭
の
長
を
見
よ
。
夫
よ
、
あ
な
た
の
妻
を
愛
せ
よ
。
そ
し
て
互
い
に
幸
福
と
な
れ
」
等
の
訓

示
を
記
し
た
プ
ラ
カ
ー
ド
が
掲
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
祭
壇
に
は
季
節
に
応
じ
た
花
と
果
物
が
置
か
れ
た
。
儀
式
で
は
進
行
役
の
家
長
が
『
敬
神
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八四　シュマンが出版した敬神博愛教のマニュアル（タイトル略記）

1『敬神人愛教徒の教本藷（1796．9）

共和暦五年 2微神博愛教徒の教本』（価格：6so1）
（1796．9．22－1797．9．21） 3欽回選挙候補者への試験』（1797．1．7）（5s）

※価格が判明しているも 4綜教道徳に関する初等教育蓋（6s）

のはカッコ内に表記 5撒神博愛教徒の教本』第二版（8s）

6『敬神博愛教徒の宗教鱗第一・二巻（12s）

7『賛美歌、賛歌及び頒歌集』

共和暦六年 8ξ敬神博愛教徒の宗教年』第一・二巻　新版
（1797．9．22一王798．9．21） 9鞍美歌、賛歌及び煩歌集』増補版
※7と8、及び10・11・12 10『慈善及び学校を発展させる方法に関する演説』

の正確な出版順は不明で 11『全ての國と世紀の賢者達の道観

あるが、9以降は全て 12『宗教道徳に関する初等教育」新版

1798年の出版 13『敬神博愛教徒の儀礼定式書』

14中神博愛教徒の宗教年』第三・四巻

※出版順は西暦と共和暦の照合や，販売告知欄や註の記述を元に決定

博
愛
教
徒
の
教
本
』
（
表
四
の
二
・
五
）
の
一
部
を
朗
読
し
、
そ
の
後
は
神
へ
の
祈
り
、
講

話
、
賛
歌
の
斉
唱
が
続
い
た
。
そ
の
他
、
新
生
児
の
祝
福
や
結
婚
・
葬
儀
の
儀
式
も
行
わ

　
③

れ
た
。
構
成
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
敬
神
博
愛
教
は
家
庭
生
活
の
安
寧
を
通
し
て
信
徒
を

有
徳
な
人
間
に
育
て
る
も
の
で
あ
っ
た
（
尚
、
こ
れ
ら
の
礼
拝
は
総
裁
政
府
期
の
祉
会
と
家
族

の
関
係
を
理
解
す
る
上
で
興
味
深
い
特
徴
を
有
し
て
い
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
詳
細
は
次
稿
に
お

い
て
論
じ
た
い
）
。

　
ま
た
、
史
料
中
に
は
こ
う
し
た
家
庭
の
安
寧
の
延
長
と
し
て
、
上
下
関
係
や
秩
序
の
尊

重
を
命
じ
た
教
理
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
宗
教
道
徳
に
関
す
る
初
等
教
育
』

（
蛙
軍
の
四
）
に
は
「
主
人
と
召
使
い
の
問
の
義
務
に
つ
い
て
。
こ
れ
ら
の
義
務
は
何
に

よ
っ
て
成
り
立
つ
の
で
す
か
。
答
え
1
1
お
互
い
に
と
っ
て
有
益
な
行
動
の
実
践
に
お
い
て

で
す
。
片
方
〔
召
使
い
〕
に
は
熱
意
・
尊
敬
・
忠
誠
、
も
う
片
方
〔
主
人
〕
に
は
公
正
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
て
相
手
〔
召
使
い
〕
を
正
し
く
取
り
扱
う
こ
と
で
す
」
と
述
べ
た
箇
所
が
あ
る
。
本
稿

一
章
で
紹
介
し
た
『
サ
ン
・
キ
ュ
ロ
ッ
ト
の
道
徳
』
に
は
、
当
時
の
平
等
主
義
を
反
映
し

て
「
主
人
は
召
使
い
以
上
の
も
の
で
は
な
い
し
、
召
使
い
も
主
人
以
上
の
も
の
で
は
な
い

（
フ
ラ
ン
ス
の
体
制
が
召
使
い
制
度
を
認
め
ず
、
た
だ
一
方
で
は
世
話
の
、
他
方
で
は
そ
れ
へ
の
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

謝
の
契
約
の
み
を
認
め
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
だ
）
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
双
方
は
著
し
い
対

照
を
な
す
。
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
の
体
験
が
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
形
で
敬
神
博
愛
教
に
利
用

さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
特
徴
で
あ
る
。

　
そ
し
て
最
も
重
要
な
要
素
と
し
て
、
第
三
の
戒
律
「
あ
な
た
方
を
祖
国
に
有
用
で
あ
ら
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し
め
よ
」
に
関
す
る
諸
教
理
が
挙
げ
ら
れ
る
。
『
宗
教
道
徳
に
関
す
る
初
等
教
育
』
に
は
「
質
問
匪
祖
国
愛
と
は
何
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
で

す
か
。
答
え
“
そ
の
維
持
と
幸
福
の
た
め
に
協
力
す
る
こ
と
に
お
い
て
で
す
。
質
問
匪
私
達
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
自
分
達
の
祖
国
の
維
持
と

幸
福
に
協
力
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
。
答
え
1
1
〔
…
…
〕
も
し
祖
国
が
攻
撃
に
あ
っ
た
ら
そ
れ
を
防
衛
す
る
こ
と
、
法
に
従
う
こ
と
、
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

政
官
を
尊
敬
す
る
こ
と
、
そ
し
て
個
人
、
家
族
、
社
会
の
幸
福
を
創
る
全
て
の
美
徳
の
見
本
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
す
」
と
の
記
述
が
あ
る
。

こ
れ
は
「
祖
国
愛
」
を
構
成
す
る
要
素
1
1
「
領
土
の
防
衛
・
法
の
遵
守
・
統
治
機
構
へ
の
忠
誠
」
が
、
宗
教
上
の
義
務
と
し
て
神
聖
性
を
帯
び

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
根
本
教
義
を
構
成
す
る
自
然
宗
教
（
有
神
論
）
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
た
場
合
、
敬
神
博
愛
教
が
一
章
で
紹

介
し
た
「
市
民
宗
教
」
論
を
基
底
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
「
市
民
宗
教
」
論
は
、
上
下
関
係
に
関
す
る
先
の
項
目
と
同
様
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
の
経
験
が
敬
神
博
愛
教
に
も
利
用
さ
れ
た
こ
と

を
示
す
例
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
思
想
が
第
～
次
総
裁
政
府
期
に
再
注
目
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
は
別
途
指
摘
が
必
要
で
あ
る
。
『
ア
ベ
イ

ユ
』
第
三
号
（
一
七
九
六
年
工
月
二
九
日
）
に
は
「
一
つ
の
政
体
が
長
持
ち
す
る
手
段
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
三
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち

習
慣
、
恐
怖
、
愛
で
あ
る
。
〔
最
初
の
二
つ
が
現
時
点
で
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
後
〕
故
に
、
為
政
者
達
は
も
は
や
愛
し
て
も
ら
う
こ
と

に
よ
っ
て
し
か
、
自
己
の
権
威
、
名
誉
、
生
活
の
保
全
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
か
に
し
て
そ
こ
に
辿
り
着
く
の
か
。
正
義
、
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

何
よ
り
平
和
に
よ
っ
て
だ
」
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
現
体
制
の
存
続
に
は
、
公
正
な
統
治
と
平
和
に
よ
っ
て
議
会
・
政
府
に
対
す
る
市
民
の

愛
着
を
増
大
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説
い
た
一
節
で
あ
る
。
シ
ュ
マ
ン
自
身
が
こ
の
よ
う
な
政
治
思
想
を
表
明
し
た
点
と
、
彼
が
敬
神
博

愛
教
を
通
し
て
市
民
の
間
に
法
や
行
政
官
へ
の
敬
意
を
浸
透
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
や
は
り
相
互
に
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
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（
二
）
　
党
派
・
宗
派
間
の
融
和

以
上
の
よ
う
な
特
質
に
加
え
、
第
一
次
総
裁
政
府
期
の
敬
神
博
愛
教
に
は
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
が
も
う
一
つ
指
摘
で
き
る
。
同
時



シュマン＝デュポンテスの政治思想と敬神博愛教の成立（山中）

期
に
シ
ュ
マ
ン
が
出
版
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
の
革
命
礼
拝
に
特
徴
的
な
項
目
（
革
命
の
祝
賀
・
共
和
政
賛
美
・
王
政
憎

悪
）
が
全
く
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
王
党
派
を
追
放
し
た
～
七
九
七
年
九
月
四
日
の
ク
ー
デ
タ
以
降
、
敬
神
博
愛
教
に
お
い
て

こ
れ
ら
の
項
目
を
含
ん
だ
礼
拝
が
義
務
化
さ
れ
た
点
を
考
え
れ
ば
重
要
な
意
昧
を
持
つ
。

　
第
一
次
総
裁
政
府
期
の
シ
ュ
マ
ン
が
党
派
間
の
融
和
を
志
向
し
、
敬
神
博
愛
教
の
布
教
に
も
関
連
を
持
た
せ
て
い
る
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
。

王
党
派
の
排
斥
に
関
す
る
要
素
を
採
用
し
な
か
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
政
治
思
想
に
基
づ
い
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
彼
は
一
七
九
七
年

四
月
二
八
日
の
『
ア
ベ
イ
ユ
』
第
四
八
号
に
お
い
て
、
王
党
派
が
大
勝
し
た
同
年
三
月
の
選
挙
を
「
概
ね
体
制
と
良
き
秩
序
の
友
を
安
心
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
」
と
評
し
、
併
せ
て
「
既
に
、
排
他
的
な
者
に
よ
っ
て
王
党
主
義
の
証
明
書
を
与
え
ら
れ
た
一
人
以
上
の
著
作
家
が
、

現
行
政
府
へ
の
愛
着
を
公
然
と
表
明
し
て
い
る
。
後
者
〔
政
府
〕
が
賢
明
で
あ
ら
ん
こ
と
を
。
そ
し
て
全
て
の
意
見
の
微
妙
な
違
い
が
再
び
溶

　
　
　
　
　
　
⑧

け
合
わ
ん
こ
と
を
」
と
述
べ
、
党
派
間
の
融
和
と
、
そ
れ
に
対
し
て
総
裁
政
府
が
理
解
を
示
す
こ
と
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
た
。
先
に
紹
介
し

た
『
サ
ン
同
キ
ュ
ロ
ッ
ト
の
道
徳
』
の
内
、
簡
潔
な
道
徳
論
に
終
始
し
た
一
章
の
ほ
と
ん
ど
と
、
二
章
の
一
部
が
敬
神
博
愛
教
の
出
版
物
に
転

載
さ
れ
る
一
方
、
三
章
に
お
い
て
革
命
の
祝
賀
や
王
政
憎
悪
を
謳
っ
た
記
述
が
全
く
転
載
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
は
、
こ
う
し
た
背
景
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
一
七
九
七
年
以
降
の
『
ア
ベ
イ
ユ
』
に
は
、
当
時
の
革
命
礼
拝
が
世
間
の
不
評
を
買
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
記
事
も
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
同
年
一
月
＝
百
発
行
の
第
一
六
号
で
は
、
国
王
処
刑
を
記
念
し
て
一
月
一
二
日
に
実
施
さ
れ
る
予
定
の
祭
典
を
批
判
し
た
他
紙
の
記

事
が
引
用
さ
れ
、
一
月
二
五
日
の
第
二
〇
号
に
は
、
岡
祭
典
に
つ
い
て
「
公
的
な
新
聞
自
身
が
痛
ま
し
く
陰
気
な
も
の
と
呼
び
〔
…
…
〕
全
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
無
関
心
を
示
し
て
い
た
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
シ
ュ
マ
ン
が
革
命
礼
拝
に
特
徴
的
な
要
素
を
採
用
し
な
か
っ
た
こ
と
に
は
、
こ
の
よ
う
な
世

論
の
動
向
に
対
す
る
配
慮
も
働
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
同
様
の
配
慮
は
礼
拝
を
実
施
す
る
日
の
選
択
に
も
表
れ
て
い
た
。
『
敬
神
博
愛
教
徒
の
宗
教
年
』
第
一
巻
（
表
四
の
六
）
に
は
、
礼
拝
の
沿
革

に
つ
い
て
「
〔
敬
神
博
愛
教
の
〕
総
会
は
日
曜
日
に
相
当
す
る
日
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。
〔
…
…
〕
程
な
く
他
の
協
会
が
作
ら
れ
た
。
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⑩

そ
の
中
の
あ
る
協
会
は
旬
日
を
祝
福
し
、
他
の
協
会
は
日
曜
日
を
祝
福
し
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
は
、
当
時
の
敬
神
博
愛
教

が
日
曜
日
の
活
動
を
重
視
し
な
が
ら
も
、
礼
拝
を
実
施
す
る
日
の
選
択
に
関
し
て
は
、
原
則
と
し
て
そ
れ
を
信
徒
の
判
断
に
委
ね
て
い
た
こ
と

が
読
み
取
れ
る
。
結
果
と
し
て
新
旧
の
休
日
が
共
に
尊
重
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
も
ま
た
党
派
間
の
融
和
を
意
識
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。

　
シ
ュ
マ
ン
が
標
榜
す
る
融
和
主
義
は
党
派
間
の
そ
れ
に
留
ま
ら
な
い
。
彼
は
敬
神
博
愛
教
を
布
教
す
る
に
あ
た
り
、
既
存
宗
教
と
も
良
好
な

関
係
を
保
つ
よ
う
信
徒
に
求
め
て
い
た
。
『
敬
神
博
愛
教
徒
の
教
本
』
（
表
四
の
五
）
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
「
も

し
誰
か
が
あ
な
た
の
宗
教
〔
敬
神
博
愛
教
〕
と
礼
拝
の
起
源
は
何
か
と
尋
ね
て
き
た
ら
、
あ
な
た
〔
信
徒
〕
が
彼
に
応
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と

は
以
下
の
こ
と
だ
。
『
最
も
古
く
有
名
な
本
を
開
い
て
み
な
さ
い
。
そ
し
て
そ
こ
で
宗
教
と
は
何
か
、
歴
史
が
我
々
に
そ
の
記
憶
を
残
し
て
い

る
、
最
初
の
人
類
が
行
っ
た
礼
拝
と
は
何
か
を
探
し
て
み
な
さ
い
。
あ
な
た
は
彼
等
の
宗
教
が
、
我
々
が
自
然
宗
教
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

に
気
付
く
で
し
ょ
う
。
〔
…
…
〕
最
初
の
人
類
の
心
に
、
我
々
の
心
に
、
地
球
の
全
住
人
の
心
に
、
自
然
宗
教
、
す
な
わ
ち
神
を
崇
め
、
同
胞

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
慈
し
む
こ
と
に
存
す
る
こ
の
宗
教
、
我
々
が
た
だ
一
言
、
敬
神
博
愛
教
と
い
う
番
葉
で
説
明
す
る
も
の
を
刻
み
込
ん
だ
の
は
、
そ
れ
〔
自

然
〕
な
の
で
す
。
故
に
我
々
の
宗
教
は
、
我
々
の
最
初
の
祖
先
の
宗
教
な
の
で
す
。
あ
な
た
の
宗
教
で
あ
り
、
我
々
の
宗
教
で
あ
り
、
普
遍
的

　
　
　
　
　
⑪

宗
教
な
の
で
す
ヒ
。

　
前
段
の
引
用
文
か
ら
は
、
信
徒
が
敬
神
博
愛
教
を
外
部
に
紹
介
す
る
際
、
第
一
・
第
二
の
戒
律
（
「
神
を
崇
め
よ
」
・
「
あ
な
た
方
の
同
胞
を
慈
し

め
」
）
を
根
拠
と
し
て
、
こ
の
宗
教
が
自
然
宗
教
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
一
方
、
「
市
民
宗
教
」
論
を
構
成
す
る
第
三
の
戒
律
（
「
あ
な
た
方

を
祖
国
に
有
用
で
あ
ら
し
め
よ
」
）
に
つ
い
て
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
点
は
特
に
注
目
さ
れ
る
。

　
シ
ュ
マ
ン
自
身
が
引
用
文
で
述
べ
て
い
る
通
り
、
自
然
宗
教
は
「
人
類
最
古
の
宗
教
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
に
こ
の
宗
教
は
普
遍

的
で
あ
り
、
全
て
の
宗
教
の
土
台
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
特
定
の
国
家
へ
の
崇
拝
が
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
自
然
宗
教
（
有
神
論
）
と
「
市
民
宗
教
」
論
に
は
確
か
に
共
通
す
る
部
分
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
両
者

は
こ
の
国
家
崇
拝
の
有
無
と
い
う
点
に
お
い
て
決
定
的
に
異
な
る
。
そ
し
て
か
つ
て
モ
ル
ネ
が
指
摘
し
た
通
り
、
自
然
宗
教
の
賛
美
は
、
革
命
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以
前
の
著
作
家
が
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
す
る
際
に
用
い
た
手
法
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
教
会
勢
力
の
追
及
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ク
（
百
然
宗
教
の
称
揚
は
子
孫
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
擁
護
の
た
め
」
）
と
し
て
も
機
能
し
た
。
シ
ュ
マ
ン
も
ま
た
、
布
教
の
過
程
で
予
想
さ
れ
る
既

存
宗
教
と
の
摩
擦
を
回
避
す
る
た
め
、
自
然
宗
教
と
「
市
昆
宗
教
“
論
と
の
間
に
存
在
す
る
差
異
（
後
者
に
は
祖
国
愛
に
関
す
る
義
務
が
設
け
ら
れ

て
い
る
）
を
認
識
し
た
上
で
、
あ
え
て
敬
神
博
愛
教
が
前
者
に
属
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
は
な
い
か
。
事
実
、
王
党
派
の
新
聞
が
敬
神
博

愛
教
を
攻
撃
し
て
い
た
頃
の
『
ア
ベ
イ
ユ
』
第
六
四
号
（
一
七
九
七
年
六
月
二
＝
百
）
に
は
「
そ
う
い
う
わ
け
で
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
そ
し
て
全
て
の
宗
教
の
信
徒
は
ま
さ
し
く
敬
神
博
愛
教
徒
な
の
だ
。
〔
…
…
〕
機
会
が
来
た
以
上
、
私
は
そ
の
者
達
〔
敬
神

博
愛
教
の
批
判
者
〕
に
対
し
、
あ
え
て
以
下
の
こ
と
を
述
べ
る
だ
け
だ
。
す
な
わ
ち
敬
神
博
愛
教
は
キ
リ
ス
ト
教
の
基
盤
〔
つ
ま
り
は
自
然
宗
教
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
あ
る
が
故
に
、
双
方
は
互
い
の
土
台
を
掘
り
崩
さ
ず
に
は
け
な
し
合
え
な
い
こ
と
を
」
と
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
「
自
然
宗
教
」
の

肩
書
き
は
、
敬
神
博
愛
教
の
本
質
を
見
え
難
く
し
、
布
教
を
容
易
に
す
る
た
め
の
「
隠
れ
蓑
」
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
三
）
　
名
士
達
の
バ
ト
q
ナ
ー
ジ
ュ
と
ラ
・
ル
ヴ
エ
リ
エ
ー
ル
と
の
関
係

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
融
和
主
義
路
線
は
、
様
々
な
党
派
に
属
す
る
著
名
人
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
に
貢
献
し
た
と
思
わ
れ
る
。
『
敬
神
博
愛

教
徒
の
宗
教
年
』
第
一
巻
に
は
、
「
教
本
が
出
版
さ
れ
る
や
否
や
、
そ
の
習
俗
と
知
識
に
よ
っ
て
尊
敬
で
き
る
人
達
が
、
公
に
開
か
れ
た
〔
敬

神
博
愛
教
の
〕
協
会
の
結
成
の
中
に
、
宗
教
的
道
徳
を
広
め
、
ま
た
そ
れ
を
完
全
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
か
に
見
え
る
人
々
の
大
多
数
を
徐
々
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

〔
道
徳
に
〕
連
れ
戻
す
た
め
の
簡
単
な
方
法
を
見
出
し
た
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
～
節
が
示
す
通
り
、
当
時
の
敬
神
博
愛
教
は
学
士
院
道

徳
政
治
科
学
部
門
の
会
員
を
務
め
た
デ
ュ
ポ
ン
・
ド
・
ヌ
ム
ー
ル
（
以
下
デ
ュ
ポ
ン
）
や
ク
ル
ゼ
・
ラ
ト
ゥ
シ
ュ
（
本
稿
一
章
で
紹
介
）
の
援
助

を
受
け
て
い
た
。
特
に
デ
ュ
ポ
ン
は
協
会
の
運
営
を
指
導
し
た
道
徳
指
導
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
。
両
名
は
経
済
学
者
で
あ
っ
た
が

同
時
に
政
治
家
で
あ
っ
た
。
デ
ュ
ポ
ン
は
『
イ
ス
ト
リ
オ
ン
』
紙
（
本
稿
二
章
表
三
の
五
）
を
編
集
し
て
共
和
制
と
の
妥
協
を
訴
え
た
立
憲
君
主

派
の
元
老
院
議
員
で
あ
り
、
ク
ル
ゼ
・
ラ
ト
ゥ
シ
ュ
は
ロ
ラ
ン
夫
人
の
遺
児
を
引
き
取
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
共
和
派
の
元
老
院
議
員
で
あ
る
。
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ま
た
、
同
じ
く
道
徳
指
導
委
員
会
に
参
加
し
た
グ
ピ
ル
も
元
老
院
議
員
で
あ
り
、
彼
は
一
七
九
七
年
三
月
の
選
挙
以
降
立
憲
霜
主
派
に
接
近
し

て
い
た
。
指
導
部
に
は
所
属
し
て
い
な
い
が
、
学
士
院
会
員
に
し
て
五
百
人
会
議
員
で
も
あ
っ
た
著
作
家
メ
ル
シ
エ
や
、
公
教
育
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

「
ド
ー
ヌ
ー
法
」
を
起
草
し
た
ド
ー
ヌ
ー
も
敬
神
博
愛
教
へ
の
支
持
を
表
明
し
た
。
多
様
な
立
場
か
ら
の
政
治
指
導
層
の
参
加
を
希
求
す
る
シ

ュ
マ
ン
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
著
名
人
は
自
身
の
主
張
の
正
当
性
を
裏
付
け
る
だ
け
で
な
く
、
敬
神
博
愛
教
の
社
会
的
信
用
を
向
上
さ
せ
る
上

で
も
有
用
な
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
シ
ュ
マ
ン
は
何
故
こ
の
よ
う
な
名
士
達
の
援
助
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
一
般
に
、
革
命
期
の
政
治
指
導
下
は
党
派
に
関
わ
り
な
く
啓

蒙
思
想
に
馴
染
み
が
深
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
故
に
主
因
と
し
て
は
、
彼
等
が
敬
神
博
愛
教
の
教
理
や
そ
の
理
念
に
賛
同
し
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
シ
ュ
マ
ン
の
書
籍
商
と
し
て
の
経
験
も
同
様
に
閣
撰
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
が
革
命
初
期
に
ク
ル
ゼ
・
ラ
ト
ゥ
シ

ュ
の
著
書
を
販
売
し
て
い
た
こ
と
は
一
章
で
述
べ
た
が
、
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
期
以
降
に
発
行
し
た
『
ク
ー
リ
エ
・
ド
・
ラ
・
リ
ブ
レ
リ
』
で
は
、

デ
ュ
ポ
ン
（
彼
は
自
ら
も
書
店
を
経
営
）
や
メ
ル
シ
エ
の
著
書
の
販
売
が
仲
介
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同
じ
く
敬
神
博
愛
教
の
賛
同
者
に
し
て
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

士
院
会
員
で
も
あ
る
著
作
家
ベ
ル
ナ
ル
ダ
ン
・
ド
・
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
の
作
品
も
扱
わ
れ
て
い
た
。
直
接
的
な
証
拠
で
は
な
い
も
の
の
、
シ
ュ

マ
ン
が
こ
う
し
た
作
者
－
書
籍
土
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
駆
使
し
て
著
名
人
と
の
接
触
を
図
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　
で
は
、
同
時
代
の
名
士
達
の
援
助
を
歓
迎
す
る
一
方
で
、
シ
ュ
マ
ン
は
後
に
敬
神
博
愛
教
の
最
大
の
保
護
者
と
な
る
ラ
・
ル
ヴ
ェ
リ
旨
旨
ル

に
つ
い
て
、
当
時
い
か
な
る
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
。
冒
頭
で
紹
介
し
た
シ
ュ
マ
ン
の
著
書
『
敬
神
博
愛
教
と
は
何
か
』
に
は
、
彼
が
ラ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ル
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
に
援
助
を
要
求
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
「
こ
の
元
総
裁
は
決
し
て
〔
敬
神
博
愛
教
の
た
め
に
〕
何
も
し
な
か
っ
た
」
こ
と

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
ク
ー
デ
タ
以
降
に
シ
ュ
マ
ン
が
金
銭
的
援
助
を
政
府
に
要
求
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る

の
で
、
こ
の
主
張
は
虚
偽
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
但
し
、
シ
ュ
マ
ン
は
ラ
・
ル
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
と
三
回
に
わ
た
っ
て
面
会
し
た
こ
と
に
つ
い

て
は
認
め
て
い
た
。
そ
の
初
め
て
の
面
会
は
、
一
七
九
七
年
五
月
一
日
目
ラ
・
ル
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
が
学
士
院
で
国
罠
祭
典
に
関
す
る
報
告
を
行

っ
た
直
後
に
行
わ
れ
た
と
い
う
。
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そ
の
日
、
ラ
・
ル
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
は
報
告
の
中
で
「
敬
神
博
愛
教
」
と
い
う
名
称
こ
そ
出
さ
な
か
っ
た
が
、
人
民
の
間
に
祖
国
愛
を
酒
養
す

る
手
段
と
し
て
「
美
徳
に
報
い
る
者
、
罪
へ
の
復
讐
者
と
し
て
の
神
、
霊
魂
の
不
滅
」
へ
の
信
仰
を
挙
げ
る
な
ど
、
こ
の
宗
教
に
よ
く
似
た

「
市
民
宗
教
」
の
必
要
性
を
説
い
た
。
そ
の
た
め
、
翌
日
以
降
ヨ
テ
ィ
デ
ィ
エ
ン
ヌ
熱
等
の
王
党
二
丈
新
聞
は
、
敬
神
博
愛
教
と
ジ
ャ
コ
バ

ン
独
裁
期
の
革
命
礼
拝
（
特
に
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
祭
典
）
と
の
つ
な
が
り
を
指
摘
・
非
難
し
た
。
一
方
で
『
レ
ダ
ク
ト
ゥ
ー
ル
』
等
の
政
府
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

新
聞
は
敬
神
博
愛
教
を
市
民
に
共
和
主
義
を
浸
透
さ
せ
る
も
の
と
し
て
賛
美
し
た
。
双
方
の
陣
営
は
、
ラ
・
ル
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
と
敬
神
博
愛
教

の
間
に
親
密
な
関
係
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
こ
の
件
を
論
じ
て
い
た
。

　
当
の
シ
ュ
マ
ン
本
人
は
、
そ
う
し
た
彼
の
報
告
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
の
か
。
面
会
が
事
実
で
あ
る
と
し
て
、
一
七
九
七
年
五
月
一
八
日

の
『
ア
ベ
イ
ユ
』
第
五
四
号
に
は
報
告
の
要
約
が
掲
載
さ
れ
、
翌
月
一
七
日
の
第
六
三
号
に
は
報
告
の
販
売
が
告
知
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
ラ
・

ル
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
と
の
対
話
を
通
し
て
、
そ
の
思
想
に
何
ら
か
の
関
心
を
抱
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
そ
れ
は
シ
ュ
マ
ン
が
彼
の

政
策
を
全
面
的
に
支
持
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
『
ア
ベ
イ
ユ
』
全
八
一
号
の
中
で
、
ラ
・
ル
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
の
名
が
登
場
す

る
の
は
こ
の
二
圃
の
み
で
あ
る
。
次
に
第
五
四
号
の
要
約
は
、
彼
が
学
士
院
報
告
の
際
に
わ
ず
か
に
触
れ
た
政
教
分
離
に
関
す
る
事
柄
の
み
を

紹
介
し
て
お
り
、
主
題
で
あ
る
は
ず
の
「
市
民
宗
教
」
や
国
民
祭
典
の
必
要
性
に
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
ラ
・
ル
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

は
報
告
の
中
で
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
や
キ
リ
ス
ト
教
を
厳
し
く
批
判
し
た
が
、
六
月
一
日
の
『
ア
ベ
イ
ユ
』
第
五
八
号
で
は
、
彼
の
そ
の
よ
う
な

報
告
を
非
難
し
た
親
カ
ト
リ
ッ
ク
の
著
作
家
ラ
・
ア
ル
プ
の
『
革
命
の
雷
語
に
お
け
る
狂
信
』
が
紹
介
さ
れ
た
。
し
か
も
「
著
者
は
正
当
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

宗
教
を
全
て
の
狂
信
が
も
た
ら
す
不
幸
の
原
因
と
み
な
し
て
破
壊
し
よ
う
と
し
た
、
不
条
理
で
残
忍
な
体
制
に
戦
い
を
挑
ん
だ
」
と
い
う
よ
う

に
、
そ
の
主
張
に
理
解
を
示
す
解
説
も
記
載
さ
れ
た
。
加
え
て
、
本
章
二
節
で
紹
介
し
た
『
ア
ベ
イ
ユ
』
第
六
四
号
の
記
事
も
、
敬
神
博
愛
教

の
親
キ
リ
ス
ト
教
的
性
格
を
強
調
す
る
た
め
に
書
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
た
場
合
、
第
一
次
総
裁
政
府
期
の
段
階
で
は
、
シ
ュ

マ
ン
と
ラ
・
ル
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
は
ク
ー
デ
タ
以
降
の
よ
う
な
協
力
関
係
に
は
な
か
っ
た
か
、
仮
に
そ
う
し
た
関
係
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
シ
ュ

マ
ン
が
そ
れ
を
公
表
す
る
の
を
忌
避
し
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
や
は
り
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
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た
敬
神
博
愛
教
の
融
和
的
姿
勢
が
、
ラ
・
ル
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
と
の
結
び
付
き
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
の
を
、
シ
ュ
マ
ン
が
恐
れ
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
よ
う
（
尚
、
ラ
・
ル
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
は
一
七
九
六
年
～
○
月
に
出
版
統
制
に
関
す
る
法
案
の
提
出
を
五
百
人
会
に
要
求
す
る
な
ど
、
政
治
思
想
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
シ
ュ
マ
ン
と
は
相
容
れ
な
い
側
面
を
持
つ
）
。

（350）64

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
第
～
次
総
裁
政
府
期
に
成
立
し
た
敬
神
博
愛
教
は
、
超
党
派
的
性
格
を
標
榜
し
た
「
市
民
宗
教
」
の
普
及
に
よ
り
、
党

派
間
の
融
和
を
進
め
、
現
体
制
の
存
続
に
貢
献
す
る
こ
と
を
望
む
エ
リ
ー
ト
市
民
共
同
体
を
創
出
す
る
た
め
の
試
み
で
あ
っ
た
と
結
論
で
き
る

の
で
あ
る
。

①
　
ア
ユ
イ
に
つ
い
て
は
鼠
讐
頴
Φ
N
甲
乙
・
鳥
計
署
■
○
。
O
－
り
O
．
彼
は
旧
体
制
期
か
ら

　
帝
政
期
に
か
け
て
政
府
御
用
の
通
訳
を
務
め
た
。
ま
た
、
視
覚
障
害
者
の
生
活
向

　
上
の
た
め
の
活
動
を
行
っ
た
。
彼
が
出
版
を
主
導
し
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と
し

　
て
沁
§
ミ
N
譜
ミ
ミ
貯
N
、
爵
。
譜
防
防
戦
電
ミ
N
舞
p
p
＜
Ψ
ミ
リ
メ
ゆ
累
男
。
。
－
ピ
】
と
。
。
c
。
－
c
。

　
（
〉
γ
（
ゆ
Y
表
紙
に
は
同
轡
が
「
盲
目
の
労
働
者
」
に
よ
っ
て
印
捌
さ
れ
た
こ
と

　
が
明
記
。

②
9
①
巨
亭
O
巷
。
罠
①
ω
し
・
甲
坤
さ
ミ
乳
翁
§
愚
ミ
亀
ミ
愚
鴨
勲
ミ
匙
さ
ミ
§
蝿
譜

　
豊
§
℃
ミ
匙
§
鋳
譜
砺
ぎ
ミ
§
舞
ω
Φ
8
口
浄
■
畿
w
営
メ
ミ
⑩
N
匂
d
翼
並
び
O
一
G
。
Q
◎
心
り

　
暑
．
一
〇
。
山
岸
．

③
§
罫
℃
も
．
悼
。
。
ム
①
．

④
國
q
」
智
旨
ミ
§
“
§
、
§
§
、
⊇
ミ
貯
§
。
ミ
鴨
ミ
喧
畏
黎
鷺
、
譜
ミ
、
N
騎
ミ

　
㌧
ミ
，
「
魯
。
誠
舞
嵩
り
N
b
d
箔
男
G
。
－
冒
U
陣
。
。
o
。
誌
（
ご
d
γ
℃
．
雌
・
　
こ
の
書
籍
に
は
文
末

　
の
四
行
詩
を
削
除
し
た
版
も
あ
る
。

⑤
H
9
§
ミ
鴨
譜
寓
ミ
窮
－
ら
ミ
。
h
蚤
℃
蹴
り
■

⑥
H
儒
．
冬
窮
ミ
ミ
§
“
N
垂
目
ミ
ミ
象
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
鳴
N
喧
き
黎
竈
．
ま
誌
①
■

⑦
卜
嬉
ミ
§
窯
。
ω
も
」
N

⑧
　
卜
躍
ミ
欝
窯
。
心
。
。
も
．
閉
り
回
．

⑨
本
段
落
の
引
贋
先
は
い
臨
ぴ
偽
ミ
晒
署
。
昼
娼
■
①
ω
葛
。
b
。
ρ
喝
．
刈
Φ
．

⑩
O
冨
巨
㌣
U
ε
8
［
ゆ
p
旨
ω
■
w
郎
ミ
§
ミ
切
窓
§
§
導
§
詠
§
ミ
曾
舞
ミ

　
職
さ
、
ミ
恥
ミ
防
譜
b
～
§
M
ミ
匙
ミ
騎
譜
恥
ぎ
ミ
ミ
舞
紫
。
一
ω
．
”
雪
く
・
＜
押
一
お
刈
め
Q
。
Ψ

　
切
駕
潤
じ
冒
。
。
。
。
ふ
（
O
y
＜
o
一
．
一
咽
P
。
。
．
こ
の
轡
籍
で
は
敬
神
博
愛
教
の
礼
拝
や
古

　
今
の
哲
人
の
言
行
か
ら
抜
粋
し
た
道
徳
的
訓
示
を
紹
介
。

⑪
H
傷
甲
さ
嵩
ミ
N
騎
ミ
“
愚
ミ
§
、
、
思
爵
竈
■
α
宇
0
。
。
『
こ
の
第
二
義
は
、
表
四
の
二

　
の
初
版
（
残
念
な
が
ら
現
在
の
と
こ
ろ
所
蔵
場
所
は
不
明
）
に
「
敬
神
博
愛
教
徒

　
の
礼
拝
の
組
織
及
び
挙
行
に
関
す
る
通
達
」
（
引
用
先
）
と
い
う
章
を
追
加
し
た

　
も
の
で
あ
る
（
シ
ュ
マ
ン
が
第
二
版
の
四
七
頁
に
て
告
知
）
。

⑫
試
。
ヨ
①
r
U
‘
卜
禽
ミ
喧
ミ
恥
帖
ミ
ミ
ミ
ミ
N
跨
譜
ミ
怨
q
§
翫
§
》
§
饗
欝

　
℃
雪
。
。
v
這
ω
ω
も
．
一
〇
〇
．
モ
ル
ネ
、
D
（
坂
田
太
郎
、
山
田
九
朗
監
訳
）
『
フ
ラ
ン

　
ス
革
命
の
知
的
起
源
㎞
上
巻
、
勤
草
雷
房
、
　
一
九
六
九
年
、
　
一
四
九
頁
。

⑬
い
冨
い
ミ
ド
螺
。
①
♪
唱
』
㎝
心
．
こ
の
記
事
は
マ
テ
ィ
エ
が
ブ
ノ
ワ
・
ラ
モ
ト
（
前

　
章
で
紹
介
）
の
作
と
推
測
す
る
他
紙
へ
の
寄
稿
を
、
シ
ュ
マ
ン
が
転
載
し
た
も
の

　
で
あ
る
。
ほ
ぼ
同
じ
文
言
の
抜
粋
が
ζ
讐
置
Φ
斜
§
ミ
も
．
一
。
。
b
。
に
掲
載
。

⑭
9
Φ
巨
昌
－
U
巷
。
艮
⑪
ω
琶
§
転
恥
ミ
喧
碍
§
憂
導
§
ミ
§
嚇
・
愚
爵
く
。
田
r
ワ
①
昌

⑮
宣
誓
派
教
会
司
教
グ
レ
ゴ
ワ
…
ル
の
著
書
に
記
述
あ
り
。
O
み
σ
Q
。
冨
w
畷
．
”
韓
争

　
§
越
誉
恥
亀
霞
爵
N
＜
o
一
ω
‘
℃
簿
「
グ
一
G
。
一
ρ
く
。
ピ
N
も
ワ
一
〇
一
∴
O
ω
■
彼
に
よ
れ
ば
、

　
他
に
も
う
リ
エ
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
、
ル
ニ
ョ
ー
ル
等
の
元
老
院
議
員
が
敬
神
博
愛
教



シュマン・デュポンテスの政治思想と敬神博愛教の成立（山中）

　
を
支
持
し
た
。
ラ
リ
エ
は
道
徳
指
導
委
員
会
に
も
所
属
。
鑑
鶏
鉱
Φ
N
w
魯
ら
欺
も
℃
’

　
δ
①
∴
｝
メ
H
①
り
点
ご
で
は
本
文
で
紹
介
し
た
支
持
者
の
略
歴
を
紹
介
。

⑯
O
ミ
ミ
箋
寒
貯
§
ミ
壁
窺
。
8
ら
で
．
ご
G
。
山
家
…
累
。
ω
ρ
℃
．
＝
ご
客
。
。
。
♪

　
0
9
H
ω
9
特
に
メ
ル
シ
エ
や
ベ
ル
ナ
ル
ダ
ン
・
ド
・
サ
ン
h
ピ
エ
ー
ル
は
ル
ソ
ー

　
か
ら
多
大
な
思
想
的
影
響
を
受
け
て
い
た
。

⑰
○
冨
邑
p
・
】
）
毛
。
鼻
①
。
。
曽
◎
§
恥
ミ
ミ
ミ
貯
鳳
隷
信
ミ
ミ
ミ
暮
雌
鳥
題
．
嵩
∴
ω
’
「
こ

　
の
演
説
が
我
々
〔
シ
ュ
マ
ン
〕
を
し
て
市
民
ル
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
の
中
に
敬
神
博
愛

　
教
の
友
を
認
め
さ
せ
た
。
我
々
は
こ
の
時
彼
と
初
め
て
会
っ
た
。
し
か
し
、
我
々

　
が
彼
に
何
も
要
求
し
な
か
っ
た
の
で
、
我
々
と
彼
の
関
係
の
全
て
は
三
回
の
訪
問

　
に
限
定
さ
れ
た
〔
…
…
〕
扁
。

⑱
諸
新
聞
の
反
応
に
つ
い
て
は
ζ
出
自
⑦
斜
曇
ら
鋭
署
．
旨
幣
一
①
。
。
．

⑲
報
告
の
文
中
に
は
「
美
徳
に
報
い
る
者
、
罪
へ
の
復
讐
者
と
し
て
の
神
の
存
在
、

　
霊
魂
の
不
滅
、
い
わ
ば
こ
の
第
一
の
提
案
の
自
然
な
帰
結
、
以
上
が
人
民
に
有
用

お
　
わ
　
り
　
に

　
な
礼
拝
の
基
礎
だ
」
等
の
「
市
民
宗
教
」
賛
美
や
、
「
進
歩
や
聖
な
る
道
徳
の
行

　
使
に
最
も
敵
対
し
、
自
由
の
創
設
や
維
持
に
最
も
反
す
る
ロ
ー
マ
の
宗
教
、
全
て

　
の
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
派
〔
…
…
〕
」
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
島
Φ
『

　
開
Φ
く
三
士
Φ
ー
ピ
9
器
琵
甲
じ
竃
；
＾
免
塾
①
×
δ
・
。
・
ω
霞
8
。
巳
貫
ω
目
厨

　
o
ひ
み
ヨ
。
巳
Φ
ω
o
ぞ
｝
♂
G
。
簿
。
。
¢
叫
冨
。
ゆ
観
審
ω
嘉
島
。
瓢
巴
㊦
。
。
▼
v
“
ミ
ミ
匙
、
題
譜
貯

　
二
二
ミ
～
き
ト
蝉
ミ
§
ω
＜
9
。
。
こ
℃
鼠
p
一
。
。
り
多
く
。
一
．
G
。
も
「
一
〇
．

⑳
し
か
し
、
引
用
し
た
記
述
の
後
に
は
門
し
か
し
彼
は
、
邪
悪
と
無
知
の
あ
ら
ゆ

　
る
行
き
過
ぎ
を
哲
学
の
せ
い
に
す
る
こ
と
で
、
彼
が
革
命
家
を
批
判
す
る
と
こ
ろ

　
の
矛
盾
に
自
ら
陥
っ
て
い
る
」
と
続
い
て
お
り
、
必
ず
し
も
全
面
的
な
同
意
で
は

　
な
か
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
卜
試
窓
職
黄
駕
。
㎝
○
。
も
．
卜
⊃
G
。
⑳

⑳
竃
Q
録
⑦
辞
〉
こ
じ
b
詳
§
帖
ミ
b
こ
鳳
町
、
§
ミ
鳥
ミ
ド
箒
§
M
。
。
》
ミ
§
・
§

　
ぶ
℃
監
。
。
も
』
鴇
’

　
本
稿
で
考
察
し
た
シ
ュ
マ
ン
の
政
治
思
想
、
及
び
そ
の
革
命
初
期
か
ら
の
展
開
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。
革
命
初
期
の
シ
ュ
マ
ン
は
、
新

聞
を
発
行
し
て
政
治
に
関
す
る
自
ら
の
意
見
を
積
極
的
に
表
明
し
た
。
言
説
の
分
析
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
彼
が
党
派
間
の
協
調
や
現

体
制
の
存
続
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
、
及
び
世
論
の
動
向
に
も
配
慮
し
て
い
た
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
敬
神
博
愛
教
を
創

設
し
た
動
機
に
も
通
じ
る
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
一
方
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
に
は
厳
格
な
出
版
統
制
が
実
施
さ
れ
た
た
め
A
シ
ュ
マ
ン
は
そ

れ
に
従
属
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
。
一
章
で
見
た
通
り
、
こ
の
時
代
の
著
書
の
文
体
が
彼
の
真
意
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。

け
れ
ど
も
、
シ
ュ
マ
ン
は
同
時
期
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
が
考
案
し
た
「
市
民
宗
教
」
論
に
つ
い
て
学
習
す
る
機
会
を
得
て
い
た
。
こ
の
宗
教
思

想
を
自
ら
の
主
体
的
な
意
思
の
下
に
具
現
化
す
る
機
会
は
第
…
次
総
裁
政
府
期
に
訪
れ
た
。
当
時
の
シ
ュ
マ
ン
は
、
世
論
の
大
半
が
現
体
制
の
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存
続
と
、
革
命
の
過
程
で
生
じ
た
政
治
・
社
会
的
混
乱
の
早
期
収
拾
を
求
め
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
克
服
す
る
に
は
、
共

和
派
と
王
党
派
が
そ
れ
ま
で
の
不
和
を
乗
り
越
え
、
相
互
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
彼
は
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
に
学
習
し
た

「
市
民
宗
教
」
論
か
ら
排
他
的
な
要
素
を
削
除
し
、
細
部
に
礼
拝
を
組
み
込
ん
だ
上
で
、
自
身
の
理
想
の
実
現
に
貢
献
し
得
る
市
民
共
同
体
を

育
成
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
同
時
代
の
政
治
指
導
層
に
対
し
て
、
自
ら
が
創
設
し
た
薪
し
い
「
市
民
宗
教
」
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
た
の
で

あ
る
。
以
上
が
、
敬
神
博
愛
教
が
成
立
し
た
政
治
思
想
上
の
背
景
で
あ
る
。

　
ま
た
、
第
㎝
次
総
裁
政
府
期
に
「
出
版
の
自
由
」
が
維
持
さ
れ
、
様
々
な
党
派
が
持
論
を
公
表
し
得
る
環
境
が
整
っ
て
い
た
こ
と
も
、
敬
神

博
愛
教
の
成
立
を
理
解
す
る
上
で
は
重
要
で
あ
る
。
近
年
我
が
国
で
は
、
公
共
性
（
世
論
に
代
表
さ
れ
る
、
討
論
を
媒
介
に
し
た
私
人
間
の
相
互
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

流
の
場
で
あ
り
、
公
権
力
に
も
批
判
的
な
判
断
を
下
す
）
と
い
う
視
点
か
ら
総
裁
政
府
期
を
捉
え
直
す
動
き
が
進
ん
で
い
る
。
そ
し
て
二
章
で
検
討

し
た
よ
う
に
、
シ
ュ
マ
ン
は
同
時
期
に
新
聞
『
ア
ベ
イ
ユ
』
を
発
行
し
、
意
欲
的
に
自
身
の
政
治
思
想
を
発
表
し
た
。
時
に
は
総
裁
政
府
も
批

判
し
た
。
加
え
て
、
彼
は
同
紙
を
通
し
て
自
ら
が
創
設
し
た
宗
教
の
理
念
を
説
明
し
、
周
囲
か
ら
の
非
難
に
反
論
し
た
。
故
に
、
こ
う
し
た
活

動
は
敬
神
博
愛
教
の
性
格
を
深
く
規
定
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
や
は
り
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
に
比
べ
て
大
幅
に
活

性
化
し
て
い
た
世
論
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
結
論
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
前
述
の
研
究
動
向
が
示
し
た
新
し
い
総
裁
政
府
期

の
歴
史
像
と
も
一
部
重
な
る
側
面
を
持
つ
。

　
敬
神
博
愛
教
は
、
啓
蒙
期
及
び
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
期
の
遺
産
で
あ
る
「
市
民
宗
教
」
論
を
骨
子
と
し
な
が
ら
も
、
王
党
派
や
キ
リ
ス
ト
教
と

の
融
和
を
謳
う
宗
教
と
し
て
創
設
さ
れ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
啓
蒙
思
想
と
既
存
宗
教
、
及
び
共
和
派
と
王
党
派
の
間
に
相
互
交
流
を
も

た
ら
す
た
め
の
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
が
第
一
次
総
裁
政
府
期
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
「
共
和
派
・
啓
蒙
思

想
」
と
「
王
党
派
・
教
会
・
キ
リ
ス
ト
教
」
の
二
項
対
立
の
み
で
理
解
さ
れ
が
ち
な
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
に
対
し
て
、
新
た
な
一
面
を
付
け
加
え

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
七
九
七
年
九
月
四
日
に
発
生
し
た
ク
ー
デ
タ
以
降
、
敬
神
博
愛
教
は
そ
の
性
格
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
詳
細
は
今
後
の
考
察
で
明
ら
か
に
す
る
が
、
第
一
次
総
裁
政
府
期
と
の
差
異
を
明
瞭
に
す
る
上
で
も
、
概
要
に
つ
い
て
は
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こ
こ
で
説
明
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
B
、
総
裁
ラ
・
ル
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
、
バ
ラ
ス
、
ル
ー
ベ
ル
は
議
会
の
王
党
派
と
そ
れ
に
協
力
し
て
い
た
二
名
の
総
裁
（
カ
ル
ノ
ー
、
バ

ル
テ
ル
ミ
）
を
追
放
し
た
。
こ
の
ク
ー
デ
タ
に
よ
っ
て
幕
が
開
け
た
第
二
次
総
裁
政
府
期
、
政
府
の
政
策
は
極
端
な
共
和
主
義
偏
重
へ
転
換
し

た
。
ま
ず
、
翌
日
の
法
令
で
全
て
の
選
挙
人
、
役
人
、
及
び
聖
職
者
に
は
「
王
政
と
無
秩
序
に
対
す
る
憎
悪
の
誓
約
」
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。

ま
た
、
九
月
八
日
に
は
出
版
統
制
も
再
開
さ
れ
、
王
党
派
系
新
聞
の
編
集
者
は
流
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
政
治
的
論
題
を
扱
う
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

聞
に
は
重
い
印
紙
税
が
課
せ
ら
れ
た
。
加
え
て
宗
教
政
策
に
も
統
制
色
が
強
ま
り
、
一
七
九
七
年
＝
月
に
は
聖
職
者
に
旬
日
の
祝
福
を
促
す

通
達
が
出
さ
れ
た
。
翌
年
四
月
に
は
全
国
民
に
共
和
暦
の
遵
守
が
強
制
さ
れ
、
革
命
を
記
念
す
る
国
民
祭
典
も
再
編
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
政
策
に
同
調
す
る
か
の
よ
う
に
、
敬
神
博
愛
教
は
そ
の
性
格
を
変
え
、
総
裁
政
府
と
の
結
び
付
き
も
強
化
さ
れ
た
。
一
七
九
七
年

九
月
一
四
日
以
降
、
シ
ュ
マ
ン
は
政
府
に
対
し
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
出
版
の
た
め
の
金
銭
的
援
助
を
求
め
た
。
そ
し
て
布
教
へ
の
援
助
は
実
際
に
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

わ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
七
九
八
年
一
月
二
八
日
に
は
旬
日
の
み
の
礼
拝
実
施
が
決
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
年
三
月
に
シ
ュ
マ
ン
が
出
版
し
た

『
慈
善
及
び
学
校
を
発
展
さ
せ
る
方
法
に
関
す
る
演
説
』
（
表
紋
の
一
〇
）
で
は
、
「
確
か
に
彼
等
、
こ
の
若
い
生
徒
達
は
共
和
主
義
者
、
祖
国

　
　
　
　
　
　
④

の
希
望
と
な
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
ク
ー
デ
タ
以
前
に
は
な
か
っ
た
共
和
主
義
の
賛
美
が
言
明
さ
れ
た
。
同
時
期
の
『
敬
神
博
愛
教
徒
の
儀

礼
定
式
書
下
（
表
四
の
一
三
）
と
い
う
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
「
専
制
の
束
縛
を
ま
と
め
る
も
の
は
暴
君
共
の
恐
ろ
し
い
武
器
。
し
か
し
共
和
国
の
支

え
ば
感
情
の
統
一
〔
…
…
〕
暴
君
共
よ
、
お
前
達
の
残
酷
な
大
義
は
裏
切
り
に
基
づ
い
た
が
、
人
民
の
大
義
は
神
・
自
然
・
そ
し
て
理
性
な
の

⑤だ
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
信
徒
に
は
王
政
へ
の
憎
悪
も
強
制
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
こ
に
か
つ
て
の
融
和
主
義
を
見
出
す
こ
と
は
難

し
く
、
敬
神
博
愛
教
は
「
革
命
礼
拝
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
変
貌
を
遂
げ
た
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
概
要
は
、
敬
神
博
愛
教
を
研
究
す
る
際
、
ク
ー
デ
タ
の
度
に
政
策
が
大
き
く
転
換
し
た
総
裁
政
府
の
事
情
を
考
慮
に
入
れ
る

こ
と
の
重
要
性
を
物
語
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
出
版
統
制
の
再
開
は
シ
ュ
マ
ン
の
言
論
活
動
、
及
び
書
籍
商
1
1
印
刷
業
者
と
し
て
の
活
動
に
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

大
な
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
冒
頭
で
も
述
べ
た
通
り
、
第
二
次
総
裁
政
府
期
に
お
い
て
敬
神
博
愛
教
は
政
府
の
保
護
を
受
け
、
半
ば
国

67　（353）



家
公
認
の
宗
教
と
し
て
各
地
に
普
及
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
現
象
が
何
故
起
き
た
の
か
を
考
え
る
際
、
こ
の
点
は
不
可
欠
の
視
座
と

な
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
本
稿
は
敬
神
博
愛
教
が
成
立
し
た
背
景
の
内
、
政
治
思
想
上
の
そ
れ
を
解
明
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
シ
ュ
マ
ン
の
宗

教
思
想
に
関
し
て
は
、
そ
の
政
治
思
想
と
密
接
に
結
び
付
い
た
「
市
民
宗
教
」
論
を
取
り
上
げ
た
だ
け
で
あ
る
。
一
方
で
、
既
存
宗
教
や
革
命

礼
拝
、
及
び
啓
蒙
思
想
に
対
す
る
彼
の
態
度
、
そ
し
て
そ
れ
ら
と
敬
神
博
愛
教
の
関
係
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
は
十
分
に
考
察
し
て
い
な
い
。

こ
の
課
題
を
克
服
し
な
い
ま
ま
に
第
二
次
総
裁
政
府
期
の
展
開
を
論
じ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
故
に
次
稿
で
は
、
敬
神
博
愛
教
の
宗
教
的
特

質
、
及
び
そ
の
思
想
的
・
文
化
的
起
源
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
眼
に
置
い
て
検
討
を
進
め
た
い
。

①
安
藤
隆
悪
難
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
公
共
性
触
名
古
歴
大
学
出
版
会
、
二
〇
Ω
二

　
年
が
代
表
的
。

②
し
σ
お
毒
甲
悶
φ
Ψ
穿
ミ
轟
§
き
§
匙
智
§
ミ
帖
ミ
ぎ
貯
、
野
羊
裳
欝
ミ
ミ

　
沁
愚
、
婁
§
》
。
§
§
§
、
ミ
こ
。
ξ
。
N
§
煙
b
ご
旨
満
山
く
一
濠
b
O
8
も
■
一
8
■

③
野
栄
プ
ぎ
”
号
ミ
や
題
』
⑩
P
ω
O
伊

④
O
縄
墨
p
6
巷
。
艮
貫
痢
－
ω
．
”
b
N
§
ミ
恥
防
ミ
貯
ミ
M
さ
貯
、
暴
ミ
鱗
ミ
欝

　
§
曼
§
偽
葬
礼
譜
臆
。
悟
幾
ミ
野
師
ミ
舞
磐
≦
L
謬
。
。
甲
じ
d
堵
抑
。
。
－
ビ
∪
一
。
。
。
。
ふ
ρ

　
唱
．
o
。
・

⑤
目
傷
’
ミ
§
N
翁
§
信
ミ
§
馬
、
信
舞
磐
≦
」
δ
c
。
甲
b
d
累
抑
。
。
－
『
ヨ
。
。
。
。
よ
も
．

　
c
。
ω
’
「
人
民
主
権
」
の
祭
典
（
国
民
祭
典
の
一
つ
で
、
敬
神
博
愛
教
徒
は
参
加
す

　
る
義
務
あ
り
）
慣
出
発
の
歌
」
か
ら
の
引
用
。

⑥
例
え
ば
『
ア
ベ
イ
ユ
隔
は
第
七
九
号
（
一
七
九
七
年
八
月
一
〇
日
）
で
「
翌
月

　
か
ら
こ
の
新
聞
は
一
般
の
関
心
に
従
い
、
全
て
の
法
の
文
言
、
及
び
総
裁
政
府
の

　
政
令
を
真
率
な
発
送
に
よ
っ
て
伝
え
よ
う
。
こ
の
新
会
期
か
ら
制
定
さ
れ
た
法
令

　
も
再
び
掲
載
し
、
新
し
い
轡
物
も
告
知
し
続
け
よ
う
」
と
述
べ
、
再
編
・
継
続
を

　
予
告
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
九
月
以
降
は
発
行
さ
れ
て
い
な
い
。
卜
憲
呼
ミ
黄

　
窯
。
お
も
．
ω
一
ω
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
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Les　id6es　politiques　de　Chemin－Dupontes　et　la　fondation　de

Ia　th60philantropie：　naissance　d’une　religion　civlle　visant　une

　　r6concdiation　des　partis　pendant　la　R6volution　frangaise

par

YAMANAKA　Satoshi

　　Dans　1’etude　de　1’histoire　de　la　R6vo｝ution　frangaise，　1’aRalyse　des　activit6s　par

des　r6volutionnaires　pour　inventer　de　nouvelles　mceurs　propres　au　r6girne

r6publicain　est　un　des　domair｝es　les　plus　importants．　En　particulier，　les　activit6s　de

至ap（鶉dode　de韮a　dictature　des　Jacobins　（septembre　1793－jui皿et　1794）attk℃nt　l’at－

tention　de　nombreux　historiens．　J’aborde　un　nouveau　sujet　dans　le　but　de　penser

aux　activit6s　sous　un　autre　aspect．　ll　s’agtt　de　la　th60philantropie．　Poillrquoi

convient－elle　pour　ce　but　？　Parce　que　c’est　un　cu｝te　invent6　au　cours　du　Premier

Directoire　（octobre　1795－septembre　1797）　qui　avait　de　plus　Lm　caractere　＃res　ori－

ginal．　A　mon　id6e，　son　caractere　religieux　et　1’objet　de　son　foRdateur　J－B．　Chemin－

D叩ont6s（1760－1852？）peuvent　rela雛viser　le　sch6ma　tra（litionnel　et　raide　de　la

Revolution　frangaise：　1’antagonisme　dualjste　entre　les　r6pubijcains　et　｝es　monar－

chistes，　celui　entre　la　philosophie　des　｝umibres　et　le　christianisme．

　　Cependant，　il　y　a　peu　d’6tudes　systematiques　sur　la　th60pltilantropie　sauf　｝a

these　de　A．　Mathiez　（1903），　et　depuis，　｝a　th60philantropie　est　regard6e　comme　un

culte　ayant　pour　but　d’attaquer　le　christianlsme　semblable　aux　autres　cultes

r6volutionnaires．　En　fait，　1’enquete　de　Mathiez　relative　aux　id6es　et　b　1’objet　de

Chemin－Dupontes　n’est　pas　suthsante，　mais　il　est　normal　que　Mathiez　ait　tir6　une

telle　conclusion．　Etant　donn6　que　le　m6tier　de　Chemin－Dupon£es　6tait　tibraire一

蜘㎞eur，丑n’6tait　pas　consid6r6　avoir　des　id6es　lucides　comme　les　hommes　poli－

tiques．　Pourtant，　grace　a　la　d6couverte　de　nouveaux　documeRts　historiques，　je　me

suis　apergu　qu’il　avait　aussi　manifest6　plusieurs　id6es　dans　ses　journaux　et　ses

ouvrages，　et　son　principal　sujet　6tait　sur　la　politique．　Chernin－Dupontes　ins6rait

surtout　ses　messages　politiques　dans　ies　dogmes　de　la　th60philantropie，　En

cons6quence，　il　est　absolument　n6cessaire　d’enqu6ter　sur　ses　id6es　politiques　de－

puis　le　d6but　de　la　R6volution　pouir　6claircir　｝e　contexte　de　la　fondation　de　la

theophilantropie．

　　En　prerrtier　tieu，　j’ai　examin6　des　ai　guments　expos6s　dans　les　journaux　de

Chem血一Dupontさs　apPe16s　le　Pour　et　le　Contre，　etノ∂z〃nal　de　la　1～e’volution　et
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publies　d’aoGt　179e　ti　octobre　1791．　ll　accordait　de　1’importance　ti　la　costaberation

entre　les　partis　et　a　1’observation　des　lois　6tablies　par　le　Parlement．　De　p｝us，　i1

6prouvait　de　la　r6pugnance　pour　un　changemeRt　dramatique　de　r6gime，　et　il　resta

6galement　sur　cette　position，　meme　lorsque　1’opmion　sur　la　transition　en　un

r6gime　r6publicain　devint　puissante　b　cause　de　la　tentative　de　fuite　du　Roi　et　de　sa

famille．　II　trouvait　le　maintien　du　r6gime　en　place　le　plus　important　pour　le　futur　de

la　Fyance．

　　Sous　la　dictature　des　Jacoblns　qui　ex6cutbrent　un　contr61e　rigide　des　publica－

tions，　il　dut　d6clarer　son　entiere　fid61it6　envers　eux　dans　ses　ouvrages　（Chemin－

Dupontes　a　6crit　quelques　manuels　scolaft－es　approuv6s　par　la　Convention

nationale）．　ll　ne　me　semble　pas　que　ces　derniers　expi　imaient　ses　v6ritables　inten－

tioRs，　mais　il　a　appris　en　m6me　temps　la　religion　civi｝e　invent6e　pay　le　philosophe

Rousseau（expr撤6　dans．乙θContrat　sociαのpour　propager　ethcacement　1’amour　de

｝a　patrie　parrni　les　citoyens．　ERe　sera　1’essentie｝　de　la　th60philantropie．

　　Au　cours　du　Premier　Directoh”e，　alors　que　la　confusion　politique　（i’opposition

des　republicains　et　des　monarchistes）　et　le　chaos　Gconomique　（1’augrnentation　du

ch6mage，　une　famine　sans　pr6c6dent）　devenaient　de　plus　en　plus　giraves，　le

r6gime　tomba　dans　une　situation　critique．　Dans　un　tel　contexte，　quelques　d6put6s

et　6crivains　r6publicains　ont　essay6　de　r6tabhr　la　confiance　des　citoyens　envers　le

gouvemement　et　de　maintenir　le　r6gime　en　place　par　la　propagation　de　la　religioit

civile．　Chemin－Dupontbs　a　aussi　fond6　la　th60philantropie　dans　ce　m6me　but，　mais

plus　s紅ictement　parlant，　son　p血cipal　objet　6tait　de　ma血tenk｝e　r6gime　en　place

par　une　r6concMation　des　partis．

　　Concyetement，　de　novembre　1796　b　aofit　1797，　il　a　publi6　un　journai　intitu16

Abeille，　et　manifest6　son　id6e　politique　relative　k　la　n6cessit6　d’une　r6concMation

entre　les　r6pubticains　et　les　monarchistes　pour　le　maintien　du　r6gime　en　place．　Et

puls，　iors　des　61ections　du　Parlement　（mays　1797），　il　a　publi6　une　brochuye

intitu16e　Examen　des　candidats　aux　Prochaines　e’lections　dans　laquelle　il　recomman－

dait　la　participation　a　la　th60phi1antropie　des　citoyens　partageant　la　meme　id6e．　ll

faisait　r6f16chir　sur　cette　id6e　dans　la　pratique　religieuse　de　la　th60philantropie．　La

pyeuve　en　est　qu’elle　acceptait　des　monarchistes　comme　camarades，　a　condition　de

coop6rer　au　maintien　du　r6girne　en　piace．　En　plus，　Chernin－Dupontes　n’y　ins6rait

pas　du　tout　d’616ments　exclusifs　et　caract6ristiques　des　cultes　y6volutionnaires，

par　exemple　la　f61icitation　de　la　R6volution　frangaise，　｝a　gloi7ification　fanatique　du

r6gime　r6publicain，　la　haine　de　la　monarchie．　ll　faisait　aussi　profession　de　nouer

des　relations　d’amiti6　avec　le　chxistianisme．

Au　cours　du　Premier　Directoire，　la　th60philantropie　fut　fond6e　comme　une　reli－

gion　civi1e　visant　une　r6cencvaation　des　partis　par　la　propagation　d’un　amour　supra一
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partisan　de　la　pa£rie．

The　Establishment　of　Japanese　Opium　Regirne　in　Guandong　Leased

　　Te㎡tory（関東州）and　the　Chinese　Merchants：A　Study　on

　　　　　　　　　　　　　　　　　Japanese　Rule　of　the　Region

by

KATSURAGAwA　Mitsumasa

　　We　can　see　three　inexplicable　features　in　the　Japanese　opium　regime　in　the

Guandong　Leased　Territory　at　the　begimhg　of　its　es£ablislnnent．　Considerations

of　them，　while　paying　attention　to　their　relations　with　the　activi£ies　of　local

Chinese　opium　merchants，　made　it　evident　that　the　employment　of　the　opium　farm

systerr｝　by　the　Japanese　Guandong　Government　airned　at　mal〈ing　Guandong　an　ex－

clusive　market　for　Taiwanese　prepared　opium，　but　the　aim　was　not　successful．　lt

has　also　become　understandable　that　the　Japanese　planned　to　separate　Guandong

丘om　the　economic，　human　and　social　networks　which　had　been　set　up　around　the

regton　to　connect　it　to　all　the　other　regions　of　the　Chinese　mainland．　The　final　goal

was　to　connect　it　to　Taiwan　in　order　to　build　up　a　new　networl〈　ranging　from

Tol〈yo，　the　apex，　to　Guandong　and　Taiwan．　lt　could　be　said　that　the　plan　would

probably　be　the　basic　measuire　at　that　moment　in　order　to　rule　Guandong，　or　one

of　the　tempo1”ary　basic　strategies　to　form　the　Japanese　empire．　The　later　adjust－

ment　of　the　opium　regime　in　Guandong　was　for　the　purpose　of　founCljng　a　main　pil－

lar　to　advance　or　stabikse　the　rule　of　the　region．　lt　can　be　concluded　that　histoxical

research　of　the　opium　problems　is　significant　as　a　payt　of　the　historical　research　of

the　Japanese　empire．

On　the　Donghu

by

YOSHIMOTO　Michimasa

　　It　goes　without　saying　t］hat　the　opposltion　of　agrticulturaljsts　in　China　propey　to

the　nomads　of　Mongolja　was　one　of　the　dynamics　in　the　history　of　eastern　Eura一
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